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地域医療構想について

○ 地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変
化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率
的に提供できる体制の確保を目的とするもの。

① 都道府県において、各構想区域における2025年の医療需要と「病床数
の必要量」について、医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）
ごとに推計し、地域医療構想として策定。

② 各医療機関から都道府県に対し、現在の病床機能と今後の方向性等を
「病床機能報告」により報告。

③ 各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機
能分化・連携に向けた協議を実施。

④ 都道府県は「地域医療介護総合確保基金」を活用し、医療機関の機能分
化・連携を支援。さらに、自主的な取組だけでは進まない場合、「医療法
に定められている権限の行使を含めた役割」を適切に発揮することで、地
域医療構想の実現を図る。

第１回新たな地域医療構想等に関する検討会
令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日

資料２
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89.6
万床

※1

2015年度病床機能報告

合計 119.0万床

89.2
万床

0.2万床増

0.7万床減

0.7万床増

0.6万床減

約0.3万床減

2023年度病床機能報告

合計 119.3万床

88.9
万床

２０２３年度病床機能報告について

合計 125.1万床
2025年見込2023年

76.5
万床

0.9万床減

7.1万床減

7.4万床増

5.2万床減

68.5
万床

68.1
万床

2015年

※1：2023年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2023年度病床機能報告：12,203/12402（98.4％））
※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ 及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を

用いて推計
※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：18,423床（参考 2022年度病床機能報告：18,399床）

*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット入院医療管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数
※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較

するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

出典：2023年度病床機能報告

地域医療構想における2025年の病床の必要量

（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医

療需要に基づく推計（平成28年度末時点））

53.1
万床

合計 119.1万床

※4 ※6（各医療機関が病棟単位で報告） （各医療機関が病棟単位で報告）※6※6

90.6
万床

慢性期
35.5万床 (28%)

慢性期
30.3万床（25%）

慢性期
29.7万床（25%）

慢性期
28.4万床 (24%)

回復期
13.0万床 (10%)

回復期
20.4万床（17%）

回復期
21.1万床（18%）

回復期
37.5万床 (31%)

急性期
59.6万床 (48%)

急性期
52.5万床（44%）

急性期
51.8万床（44%）

急性期
40.1万床 (34%)

高度急性期
16.9万床 (14%) 高度急性期

16.0万床（13%）
高度急性期

16.2万床（14%）

高度急性期
13.0万床 (11%)

速報値
令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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病床の機能分化・連携
を進めない場合の必要
病床数の推計値

現行の地域医療構想に
おける必要病床数 病床機能報告

現行の地域医療構想の評価について

12.5

3.0
0

5

10

15

現行の地域医療構想
入院外移行前

2022NDB等の現状投影

万床
療養病床の医療区分1の患者に係る病床数の推計値(2025年時点)

①C3基準未満の患者に係る病床

②療養病床の医療区分１の患者に係る病床

③医療区分1以外の慢性期病床の減少

• 現行の地域医療構想においては、病床の機能分化･連携を進めない場合は高齢化により2025年時点で152万床程度の病床が必要と推
計されたが、①一般病床のC3基準未満の医療資源投入量の患者数は在宅医療等の医療需要とすること、②療養病床の医療区分１の患
者の70％は在宅医療等の医療需要とすること、③療養病床の入院受療率の地域差解消の取組を進めることにより、2025年時点の必
要病床数を119万床程度とする目標としている。

• 2025年時点の必要病床数の推計値（病床の機能分化・連携を進めない場合）と、2022年度の診療実績（NDBのデータ）に基づく
2025年時点の推計値を比べると、①一般病床のC3基準未満の患者に係る病床数は11.8万床から4.3万床に減少（64%減）、②療養
病床の医療区分１の患者に係る病床数は12.5万床から3.0万床に減少（76％減）、③医療区分１以外の慢性期病床の減少は11.9万床
に近い11.3万床の減床となっている。
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万床 医療区分１以外の慢性期病床の減少の推計値（2025年時点）

現行の地域医療構想

病床の機能分化･連携を
進めない場合の必要病

床数の推計値

64%減

76%減

※病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせ
たものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細
な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

病床の機能分化･連携を
進めない場合の必要病

床数の推計値

△

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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重点支援区域の事例①(再編済)

○ 尾三構想区域は、全国又は県内と比較しても早いスピードで人口減少や高齢化が進んでいる。今後の医療需要を踏まえて、医療体制を
見直すとともに、安定的に医師を確保する必要がある。

○ 人口 10 万人あたりの病院数・病床数は多い一方、１病院あたりの医師数が少なく、資源が分散している状況にあり、二次救急の体制
維持に不安がある。限られた医療資源を集約化することで、効率的かつ持続可能な医療提供体制を構築することを目指す。

構 想 区 域 に お け る 課 題

広島県尾三構想区域（令和３年12月選定）

効 果

○ 消化器病センターを新設し、診断と治療を強化し消化器疾患全般をカバーできるよう強化した。統合後１年目に三原赤十字病院の対応
患者の割合の伸びが見られ、月によっては三原市内の52.8％と高い対応割合となった。

○ 統合により医師・看護師などの医療スタッフが充実し、救急対応能力の強化につながった。三原市内での救命救急センターへの中継機
能の強化が図られ、救急搬送事例における医療圏内での完結率も95％前後の対応を維持している。

国 の 主 な 支 援 内 容

○ 地域医療介護総合確保基金による財政的支援
○ 再編統合後の効果検証として、DPC症例数の推移、救急受入件数・割合、地域内需要に対する割合、人員確保の状況に関する定期的な

フォローアップ

対象医療機関：２病院

総合病院三原赤十字病院、三菱三原病院

再 編 内 容

三原赤十字病院 197床
（急106床・回91床）

三菱三原病院 81床
（急81床）

対象医療機関の機能別病床数（再編前）

4機能計慢性期回復期急性期高度急性期

278床０床91床187床０床

再編前 再編後

三原赤十字病院 232床
（急141床・回91床）

対象医療機関の機能別病床数（再編後）

4機能計慢性期回復期急性期高度急性期

232床０床91床141床０床

統 合

令和４年４月

新病院開院

第13回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ
令 和 ５ 年 １ １ 月 ９ 日

資料１
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○ 新米沢市立病院は、救急医療体制の維持・強化を含めた急性期医療の充実を図り、新三友堂病院は、回復期医療を充実させつつ、緩
和ケア、慢性期の人工透析等の地域に必要とされる医療の充実を図る見込み。

○ 医療機能を集約しながら、両病院が連携し、急性期医療と回復期医療の連携強化・充実が図られると見込まれる。

効 果

重点支援区域の事例②(再編済)

○ 置賜構想区域は県平均を下回って少子高齢化や人口減少が進み、更に医師不足が問題となっている。
○ 医師不足により、救急医療の体制維持に課題があり、医療機能の見直しが必要である。

構 想 区 域 に お け る 課 題

山形県置賜構想区域（令和３年１月選定）

再 編 内 容

国 の 主 な 支 援 内 容

対象医療機関：３病院

米沢市立病院、三友堂病院、三友堂リハビリテーションセンター

○ 病棟別患者数の推計及び分析
○ 地域医療介護総合確保基金による財政的支援

対象医療機関の機能別病床数（再編後）

4機能計慢性期回復期急性期高度急性期

462床22床177床245床18床

米沢市立病院 322床
（高5床・急263床・回54床）

三友堂リハビリテーションセンター 120床
（回120床）

三友堂病院 185床
（高5床・急108床・回58床・慢12床・休2床）

対象医療機関の機能別病床数（再編前）

4機能計慢性期回復期急性期高度急性期

625床12床232床371床10床

再編前 再編後

米沢市立病院 263床
（高18床・急245床）

三友堂病院 199床
（回177床・慢22床）

地域医療連携推進法人

現在の市立病院の敷
地に、双方の新病院

を一体的に整備

急性期を集約

回復期・慢性期を集約

※他（休2床）

令和５年11月

新病院開院

第13回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ
令 和 ５ 年 １ １ 月 ９ 日

資料１
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効 果

○ 医療資源、人材の集約化により救急医療の対応を強化し、東濃中部における２次救急医療の完結、３次救急との連携強化が見込まれる。

重点支援区域の事例③(再編中)

○ 東濃構想区域の土岐市と瑞浪市には、類似機能(急性期・救急対応)を持った同規模の病院（土岐市立総合病院、ＪＡ岐阜厚生連東濃中
部医療センター東濃厚生病院）が存在し、慢性的な医師不足が生じている。

○ 急性期病床が供給過剰の一方、回復期病床が不足しており、人口減少に伴う医療需要の減少が見込まれる。

構 想 区 域 に お け る 課 題

岐阜県東濃構想区域（令和３年１月選定）

国 の 主 な 支 援 内 容

○ 救急搬送件数等のデータ分析
○ 地域医療介護総合確保基金による財政的支援

再 編 内 容

土岐市立総合病院 350床
（急165床・回60床・休125）

ＪＡ岐阜厚生連東濃中部医療センター東濃厚生病院
270床
（高55床・急215床）

対象医療機関の機能別病床数（再編前）

4機能計慢性期回復期急性期高度急性期

495床０床60床380床55床

再編前 再編後

（仮称）公立東濃中部医療センター 400床
（高47床・急249床・回84床・慢20床）

対象医療機関の機能別病床数（再編後）

4機能計慢性期回復期急性期高度急性期

400床20床84床249床47床

対象医療機関：２病院

土岐市立総合病院、ＪＡ岐阜厚生連東濃中部医療センター東濃厚生病院

統合

※他（休125床）

令和7年度中

新病院開院予定

第13回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ
令 和 ５ 年 １ １ 月 ９ 日

資料１
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2025年に向けた地域医療構想の更なる推進

○ 地域医療構想のPDCAサイクルを通じた取組を更に推進するため、令和６年３月28日付で通知を発出し、2025年
に向けて各年度に国･都道府県･医療機関が取り組む事項を明確化するとともに、国による積極的な支援を実施。
※ その際、令和４年通知に記載のとおり、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性

が改めて認識されたことを十分に考慮する。また、2024 年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035 年度末に暫定特例水準を解消するこ
ととされており、各医療機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、各
構想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る
取組を進めることが重要であることに十分留意する。
なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

１．2025年に向けて国･都道府県･医療機関が取り組む事項の明確化

・ 国において推進区域(仮称)・モデル推進区域(仮称)を設定してアウトリーチの伴走支援を実施、都道府県において推進区域の調整会議
で協議を行い区域対応方針の策定・推進、医療機関において区域対応方針に基づく医療機関対応方針の検証・見直し等の取組を行い、
構想区域での課題解決に向けた取組の推進を図る。

※ 病床機能報告上の病床数と必要量の差異等を踏まえ、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる推進区域（仮称）を都道府県あ
たり１～２か所設定。当該推進区域（仮称）のうち全国に10～20か所程度のモデル推進区域（仮称）を設定。なお、設定方法等については、追って通知。

・ 引き続き、構想区域ごとの年度目標の設定、地域医療構想の進捗状況の検証、当該進捗状況の検証を踏まえた必要な対応等を行う。

２．国による積極的な支援

①地域別の病床機能等の見える化

・ 都道府県別・構想区域別に、病床機
能報告上の病床数と必要量、医療機
関の診療実績等を見える化

・ これらのデータを有効に活用して、
地域医療構想調整会議の分析・議論
の活性化につなげる

④基金等の支援策の周知

・ 地域医療介護総合確保基金やデータ分
析体制構築支援等の支援策の活用方法に
ついて、都道府県・医療機関向けリーフ
レットを作成

⑥モデル推進区域(仮称)におけるアウトリーチの
伴走支援

・ データ分析等の技術的支援や地域医療介護総合
確保基金の優先配分等の財政的支援を活用して、
モデル推進区域(仮称)においてアウトリーチの伴
走支援を実施

②都道府県の取組の好事例の周知

・ 地域医療構想の実現に向けた都道府
県の取組の好事例を周知

⑤都道府県等の取組のチェックリスト

・ 地域医療構想策定ガイドラインや関連通知等で
示してきた地域医療構想の進め方について、都
道府県等の取組のチェックリストを作成。都道
府県等において、これまでの取組状況を振り返
り、今後、必要な取組を実施。

③医療機関の機能転換・再編等の好事例
の周知

・ 医療機関の機能転換・再編等の事例に
ついて、構想区域の規模、機能転換・再
編等の背景や内容等を整理して周知

2025年に向けた取組の通知内容（令和６年３月28日）

第14回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ３ 日

資料１
（一部
改）
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モデル推進区域について

▪ 秋田県【大館・鹿角、能代・山本】
▪ 山形県【庄内】
▪ 栃木県【宇都宮】
▪ 群馬県【伊勢崎、藤岡】
▪ 石川県【能登北部】
▪ 山梨県【峡南】
▪ 三重県【松阪】

11

・都道府県コンシェルジュ（ワンストップ窓口）の設置
・区域対応方針（※）の作成支援
・構想区域内の課題の把握
・分析結果を踏まえた取組に関する支援
・地域の枠組みを超えた構想区域や都道府県間の意見交換会の設定
・定量的基準の導入に関する支援 等

○財政的支援
モデル推進区域が属する都道府県に対しては、重点支援区域への支援と同様に、地域医療介護総合確保基金について、事業区分

Ⅱ・Ⅳの優先配分を行うほか、個別医療機関の再編統合を実施する場合における上乗せの財政支援を行う。

・地域の医療事情に関するデータ提供・分析
・構想区域からの依頼に基づき議論の場・講演会、

住民説明会などへの国職員の出席
・関係者との議論を行う際の資料作成支援
・関係者の協議の場の設定

（※）「地域医療構想の進め方について」（令和５年３月 31 日付け医政地発 0331 第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）において示した、
構想区域の今後対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決するために年度毎に策定する工程表を含む。

（下線は従来の重点支援区域における技術的支援では実施していない新たな支援策）○技術的支援

○ モデル推進区域について、都道府県との調整を踏まえ、推進区域の中から、医療提供体制上の課題や重点的な支援の必要性、
地域医療構想の実現に向けた取組状況等を総合的に勘案して、以下のとおり設定する。
※以下の都道府県以外について、引き続き調整を行う。

モ デ ル 推 進 区 域 の 設 定

伴 走 支 援 の 内 容

▪ 滋賀県【湖北】
▪ 京都府【丹後】
▪ 山口県【宇部・小野田】
▪ 高知県【中央】
▪ 長崎県【長崎】

※ 病床機能報告の集計結果と将来の病床数の必要量の計算方法が異なることから、単純に比較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整
会議で協議を行うことが重要。

※ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。

【７月31日時点】

第15回地域医療構想及び医師確保
計画に関するワーキンググループ

令 和 ６ 年 ７ 月 １ ０ 日

資料３
（一部
改）



これまでの地域医療構想 まとめ

【これまでの取組】

• 現行の地域医療構想については、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、高齢化により増大する医療需要に対応するため、病

床の機能分化･連携を通じて、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指し、地域医療構想を医療計画の記載事項の一つとして位置づけて取

組を推進。

• その中で、４つの病床機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）に着目し、各都道府県において、二次医療圏を基本とする構想区域の単位

で、2025年の病床の必要量を推計した上で、毎年度、病床機能報告制度により、医療機関から病棟単位で病床機能等の報告を受け、当該報告

等をもとに地域医療構想調整会議での協議を行うとともに、必要に応じて知事権限を行使しながら、地域の実情に応じて、病床機能の転換や再

編等を進めてきた。

• 国においても、地域医療介護総合確保基金、重点支援区域、地域医療構想アドバイザー、データ分析体制構築等の支援を行うことにより、都道

府県と連携し、取組を推進してきた。

【評価】

• 現行の地域医療構想においては、病床の機能分化･連携を進めない場合は高齢化により2025年時点で152万床程度の病床が必要と推計されたと

ころ、2025年時点の必要病床数を119.1万床とする目標としているが、病床機能報告による病床数は2015年の125.1万床から2023年には

119.3万床になり、現行の地域医療構想で推計した病床数の必要量と同程度の水準となっている。

• 機能区分別にみても、急性期病床が減少し、回復期病床が増加したほか、介護医療院等の在宅･介護施設等への移行等により慢性期病床が減少

するなど、病床数の必要量に近づいており、全体として、進捗が認められる。

【課題】

• 医療機関の機能転換･再編等は医療機関の経営に大きく影響することから、多くの関係者の理解が必要であり、合意形成に時間を要し、依然と

して構想区域ごと・機能ごとに必要量との差異が生じている中で、2040年頃に向けて、医療需要のピークやその後の減少にも対応できる更な

る取組が求められる。

• また、病床の機能分化・連携を図る仕組み等について、これまで以下のような指摘もなされている。

病床機能報告制度において、高度急性期と急性期、急性期と回復期の違いがわかりづらい。また、将来の病床の必要量と基準病床数との関
係もわかりづらい。

病床数に着目した議論をしてきたため、医療機関の役割分担・連携の推進につながりにくい。

病床数の必要量の議論が中心となり、将来のあるべき医療提供体制の実現に向けた議論が十分になされたとは言いがたい。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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２．新たな地域医療構想に向けて
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第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～

（社会医療・介護サービスの提供体制等）

高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応するため、限りある資源を有効に活用しながら、質の高い

効率的な医療・介護サービスの提供体制を確保するとともに、医療・介護ＤＸの政府を挙げての強力な

推進、ロボット・デジタル技術やＩＣＴ・オンライン診療の活用、タスクシフト／シェア、医療の機能

分化と連携など地域の実情に応じ、多様な政策を連携させる必要がある。 国民目線に立ったかかりつけ

医機能が発揮される制度整備、地域医療連携推進法人・社会福祉連携推進法人の活用、救急医療体制の

確保、持続可能なドクターヘリ運航の推進や、 居住地によらず安全に分べんできる周産期医療の確保、

都道府県のガバナンスの強化を図る。地域医療構想について、2025年に向けて国がアウトリーチの伴

走支援に取り組む。 また、2040年頃を見据えて、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の

増大や現役世代の減少等に対応できるよう、地域医療構想の対象範囲について、かかりつけ医機能や在

宅医療、医療・介護連携、人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体に拡大するとともに、病床機能

の分化・連携に加えて、医療機関機能の明確化、都道府県の責務・権限や市町村の役割、財政支援の在

り方等について、法制上の措置を含めて検討を行い、2024年末までに結論を得る。

経済財政運営と改革の基本方針2024（令和６年６月21日閣議決定）［抜粋］
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地域医療構想の検討体制

地域医療構想及び医師確保計画に関するWG【既設】

（敬称略。五十音順）

一般社団法人日本医療法人協会会長代行伊藤 伸一

公益社団法人日本医師会常任理事江澤 和彦

奈良県立医科大学教授今村 知明
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療
及び医師養成の在り方に関する委員会委員長

大屋 祐輔

九州大学名誉教授尾形 裕也○

公益社団法人全日本病院協会副会長織田 正道

健康保険組合連合会参与幸野 庄司

公益社団法人日本精神科病院協会常務理事櫻木 章司

一般社団法人日本病院会常任理事田中 一成

全国衛生部長会野原 勝

公益社団法人全国自治体病院協議会会長望月 泉

第８次医療計画等に関する検討会【既設】

○：座長

＜現行の地域医療構想＞

○ 現行の地域医療構想については、引き続き、既設の地域医療構想及び医師確保計画に関するWGにおいて進捗状況の評価、更なる取
組等の検討を行う。

○ 新たな地域医療構想については、2040年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を
含めて検討を行う必要があることから、必要な関係者が参画する新たな検討会を新設して検討を行う。

令和６年３月29日
第1回新たな地域医療構想等

に関する検討会
資料１

（一部改）

新たな地域医療構想等に関する検討会【新設】

岡山県鏡野町健康推進課長石原 靖之

一般社団法人日本医療法人協会会長代行伊藤 伸一

公益社団法人全日本病院協会会長猪口 雄二

奈良県立医科大学教授今村 知明

公益社団法人日本医師会常任理事江澤 和彦

学習院大学長遠藤 久夫○
一般社団法人全国医学部長病院長会議地域の医療及
び医師養成の在り方に関する委員会委員長

大屋 祐輔

一般社団法人日本病院会副会長岡 俊明

九州大学名誉教授尾形 裕也□
一般社団法人未来研究所臥龍代表理事/兵庫県立
大学大学院特任教授

香取 照幸

健康保険組合連合会専務理事河本 滋史

公益社団法人日本精神科病院協会常務理事櫻木 章司

国際医療福祉大学大学院教授高橋 泰

福島県保健福祉部次長（保健衛生担当）玉川 啓

慶應義塾大学経済学部教授土居 丈朗

公益社団法人全国老人保健施設協会会長東 憲太郎

産業医科大学教授松田 晋哉

公益社団法人全国自治体病院協議会会長望月 泉
富山県魚津市民生部参事兼魚津市健康センタ－所長森山 明
認定NPO法人ささえあい医療人権センター
COML理事長

山口 育子

公益社団法人日本看護協会常任理事吉川 久美子

○：座長、□：座長代理 ※ 必要に応じて参考人の出席を要請

＜新たな地域医療構想＞

（敬称略。五十音順）

15



新たな地域医療構想の主な検討事項（案）

【現状】
○ 各構想区域の

2025年の病床の必
要量について、病床
機能ごとに推計し、
都道府県が地域医療
構想を策定。

○ 各医療機関から都
道府県に、現在の病
床機能と2025年の
方向性等を報告。

○ 将来の病床の必要
量を踏まえ、地域の
関係者が地域医療構
想調整会議（二次医
療圏が多数）で協議。

○ 都道府県は地域医
療介護総合確保基金
等を活用して支援。

など

【主な課題】
○ 2025年の病床の必要量に病床の

合計･機能別とも近付いているが、
構想区域ごと･機能ごとに乖離。

○ 将来の病床の必要量を踏まえ、
各構想区域で病床の機能分化･連
携が議論されているが、外来や在
宅医療等を含めた、医療提供体制
全体の議論が不十分。

○ 医療･介護の複合ニーズを抱え
る85歳以上が増大する中、在宅を
中心に入退院を繰り返し最後は看
取りを要する高齢者を支える医療
を提供する必要。その際、かかり
つけ医機能の確保、在宅医療の強
化、介護との連携強化等が必要。

○ 2040年までみると、都市部と過
疎地等で、地域ごとに人口変動の
状況が異なる。

○ 生産年齢人口の減少等がある中、
医師の働き方改革を進めながら、
地域で必要な医療提供体制を確保
する必要。

など

【主な検討事項（案）】

○ 2040年頃を見据えた医療提供体制のモデル

・ 地域の類型（都市部、過疎地等）ごとの医療需要の変化に対応す
る医療提供体制のモデル（医療DX、遠隔医療等の取組の反映） 等

○ 病床の機能分化・連携の更なる推進

・ 病床の将来推計：機能区分、推計方法、推計年等

・ 病床必要量と基準病床数の関係

・ 病床機能報告：機能区分、報告基準等

・ 構想区域・調整会議：区域、構成員、進め方等

・ 地域医療介護総合確保基金

・ 都道府県の権限 等

○ 地域における入院･外来･在宅等を含めた医療提供体制の議論

・ 入院･救急･外来･在宅･介護連携･人材確保等を含めた医療機関の役
割分担・連携のあり方

・ 将来推計：外来、在宅、看取り、医療従事者等

・ 医療機関からの機能報告：機能区分、報告基準等
・ 構想区域・調整会議：外来･在宅･介護連携等の議論を行う区域、

構成員、進め方等

・ 地域医療介護総合確保基金

・ 都道府県の権限

・ 介護保険事業等を担う市町村の役割 等

など

○ 新たな地域医療構想については、2040年頃を見据え、医療･介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大等に
対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療･介護連携等を含め、地域の医療提供体制
全体の地域医療構想として検討予定。

※ 現状、課題、検討事項等についても、今後の検討会等で検討

令和６年３月29日
第1回新たな地域医療構想等

に関する検討会
資料１
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新たな地域医療構想等に関する検討会の今後のスケジュール（予定）

○ 引き続き、各論の議論を進め、制度改正の具体的な内容に関する検討を行い、年末に取りまとめを行う予定。
社会保障審議会医療部会に報告しながら検討を進める。

（その後の想定スケジュール）
令和７年度（2025年度） 新たな地域医療構想に関するガイドラインの検討･発出
令和８年度（2026年度） 新たな地域医療構想の検討･策定
令和９年度（2027年度） 新たな地域医療構想の取組（第８次医療計画の中間見直し後の取組）

年内に取りまとめを行う予定

第１回 令和6年3月29日
・新たな地域医療構想に関する検討の進め方について
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングの進め方について

第2回 令和6年4月17日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第１回）

第３回 令和6年5月22日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第２回）

第４回 令和6年5月27日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第３回）

第５回 令和6年5月31日
・新たな地域医療構想に関する関係団体・有識者ヒアリングについて（第４回）

第６回 令和6年6月21日
・新たな地域医療構想に関する論点について

第７回 令和6年8月26日
・新たな地域医療構想を通じて目指すべき医療について（総論）

第８回 令和6年９月６日
・入院医療（急性期を中心として病床機能・医療機関機能）

・入院医療（回復期・慢性期を中心として病床機能・医療機関機能、必要病床数など）、
在宅医療、外来医療、介護との連携、構想区域、地域医療構想調整会議、地域医療介
護総合確保基金、都道府県知事の権限、市町村の役割 など

・医師偏在是正対策

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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2040年の人口構成について

• 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。

• 地域ごとに見ると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域で

は減少、地方都市部では高齢人口が増加する地域と減少する地域がある。
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＜2025年→2040年の年齢区分別人口の変化の状況＞

高齢人口が減少する地域
は５割程度（183区域）

生産年齢人口の変化率
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（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 令和５年推計」
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令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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85歳以上の人口の推移年齢階級別の要介護認定率
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出典：2022年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2022年10月１日
人口（総務省統計局人口推計）から作成

歳
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６５歳以上全体の認定率：１８．９％
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（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（令和５(2023)年４月推計）出生中位（死亡中位）推計

2020年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

医療需要の変化④ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
○ 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見込

まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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2040年の医療需要について

医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。2020年から2040年にかけ

て、85歳以上の救急搬送は75％増加し、85歳以上の在宅医療需要は62％増加することが見込まれる。

資料出所：消防庁データを用いて、救急搬送（2019年度分）の件数を集計したものを、2020年1月住民基本台帳人口で把握した都道府県別人口で除して年齢階級別
に利用率を作成し、地域別将来推計人口に適用して作成。
※ 救急搬送の１月当たり件数を、年齢階級別人口で除して作成。
※ 性別不詳については集計対象外としている。また、年齢階級別人口については、年齢不詳人口を除いて利用した。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の救急搬送は36％増、

うち85歳以上の救急搬送は75％増と見込まれる。

救急搬送の増加
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出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）
総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」
を基に地域医療計画課において推計。

2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療の需要は

43％増、うち85歳以上の訪問診療の需要は62％増と見込まれる。

在宅医療需要の増加

3.3 3.4 3.0
8.1 7.0 7.6

20.5 23.5 20.3

48.3
55.5

78.4

80.2
89.3

109.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2020 2025 2040

推

計

患

者

数
（

千

人

・

１

日

当

た

り
）

年齢階級別の訪問診療患者数の将来推計

85歳以上

75歳以上85歳未満

65歳以上75歳未満

15歳以上65歳未満

15歳未満

年
年

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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高齢者の急性期における疾病の特徴

病院数累積割合手術傷病名

3,7265.8%5.8%なし食物及び吐物による肺臓炎

3,35010.8%5.1%なしうっ血性心不全

3,36914.5%3.6%なしコロナウイルス感染症２０１９，
ウイルスが同定されたもの

3,39917.2%2.7%なし肺炎，詳細不明

2,51019.6%2.4%あり転子貫通骨折 閉鎖性

3,39921.9%2.3%なし尿路感染症，部位不明

2,51123.9%2.0%あり大腿骨頚部骨折 閉鎖性

2,61525.4%1.6%なし細菌性肺炎，詳細不明

3,48027.0%1.6%なし体液量減少（症）

3,54028.4%1.4%なし腰椎骨折 閉鎖性

病院数累積割合手術傷病名
2,8112.2%2.2%あり大腸＜結腸＞のポリープ
1,8813.4%1.2%なし睡眠時無呼吸

2,6804.2%0.8%なしコロナウイルス感染症２０１９，
ウイルスが同定されたもの

1,1385.0%0.8%あり尿管結石
2,6035.8%0.8%なし穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患

1,1296.6%0.8%あり乳房の悪性新生物＜腫瘍＞，
乳房上外側４分の１

1,8777.3%0.8%あり急性虫垂炎，その他及び詳細不明
8408.0%0.7%あり子宮平滑筋腫，部位不明

2,1418.8%0.7%あり一側性又は患側不明のそけい＜鼠径＞ヘルニア，
閉塞及びえ＜壊＞疽を伴わないもの

1,0559.5%0.7%なし気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞，
上葉，気管支又は肺

85歳以上の頻度の高い傷病名（注） 15-65歳の頻度の高い傷病名（注）

注 傷病名は、急性期入院料等を算定する病棟におけるICD-10傷病名

累積割合手術ありの数15歳～65歳の上位50疾患までの
28%30

累積割合手術ありの数85歳以上の上位50疾患までの
51%15

85歳以上の急性期における入院は、若年者と比べ、医療資源を多く要する手術を実施するものは少なく、疾患の種類は限定的
で、比較的多くの病院で対応可能という特徴がある。

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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高齢者の入院時のA D L低下防止の重要性について

• 高齢者は１０日程度のベッド上での安静により筋力の低下（除脂肪体重が3.2％、下肢筋力が15.6％低下）が報

告されており、入院早期から離床し、ADLを維持させる取組が重要。

• リハ職以外の介入の有用性ついても、一定の成果が報告されている。

心疾患で入院する80歳以上の高齢者に対する、看護師による早

期の20分程度のベッド外での活動プログラムにより、在宅復帰

率や入院時死亡の改善が見られた。

Goldfarb et al. Early Mobilization in Older Adults with Acute Cardiovascular 
Disease. Age and Ageing. 2021

高齢者について、10日間の安静で、除脂肪体重が3.2％、下肢筋力

が15.6％低下する。

Kortebein et al. Effect of 10 Days of Bed Rest on Skeletal 
Muscle in Healthy Older Adults. JAMA. 2007

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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老人ホームからの救急搬送件数の見通し

老人ホーム(特養、有老等)からの救急搬送件数について、令和３年(2021年)の約45万人(全体の8.2％)から、2040年

には約67万人に増加、特に85歳以上が増加する見込み。

資料出所：総務省消防庁「救急統計」データ（2021年）特別集計データ、総務省統計局「人口推計」（2021年）及び

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2023年推計）を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成
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在宅医療の需要と供給

在宅医療を提供する医療機関は、近年、病院数は増加傾向にあるが、診療所数は横ばい。在宅医療の需要は、

2020年から2040年にかけて需要が50%以上増加する二次医療圏が66あるなど、増加が見込まれる。

在宅医療の提供体制
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出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）総務省「人口推計」（2017年）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」

を基に地域医療計画課において推計。
※令和６年4月１日時点において二次医療圏は330であるが、上記の将来推計人口について、福島県相

双及びいわきの２二次医療圏は推計結果がないため、328二次医療圏の推計結果である。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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死亡場所の割合の推移
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資料出所：厚生労働省 構成統計要覧 第1編第2章人口動態
※ 介護施設等は、介護医療院(平成30年より追加)、介護老人保健施設、老人ホーム（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム）
※ その他には助産所を含む
※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない

（％）（年）

※

• 死亡場所の割合の推移をみると、病院・診療所での死亡の割合は、2005年をピークに減少し、自宅や介護施設

等での死亡の割合が増加している。

令和６年９月30日第９回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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訪問診療・訪問看護の体制整備の考え方

2019年度

推計年度

需要の増加分

＜A医療圏における訪問診療・訪問看護の2019年の実績数と需要推計＞

＜A医療圏の2019年度における医療機関ごとの訪問診療の供給実績を踏まえた体制整備のイメージ＞

A１診療所

A２診療所

A３診療所

A４病院

A５診療所

A６病院

A１診療所

A２診療所

医療機関（A１診療所とA２診療所）
間の連携による対応力強化

A３診療所 ICT化等による対応力強化

A５診療所
これまで在宅医療を担ってこなかった医療
機関に対する、在宅医療への参入の促進

A７診療所
新規開設する医療機関に対する、
在宅医療への参入の促進

2019年度の実績数

A４病院

A６病院 200床未満の中小病院の在支病化

○ 今後増加が見込まれる訪問診療・訪問看護の需要に対し、都道府県においては、国から提供を受けた、在宅医療
提供体制の現状を把握するためのデータ等を踏まえ、適切な在宅医療の圏域を設定し、地域での協議・調整を通じ
て、より実効性のある体制整備を進める必要がある。

○ 医療機関間及び事業所間の連携やICT化等による対応力強化を進めるとともに、これまで訪問診療を担ってこな
かった医療機関や新規に開業する医療機関の訪問診療への参入促進、訪問看護事業所の機能強化等、地域医療介護
総合確保基金等を活用し、地域の医療資源に応じた取組を進めていく。

第６回在宅医療及び医療・介護連
携に関するワーキンググループ
令 和 ４ 年 ９ 月 2 8 日

資料

令和６年９月30日第９回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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離島へき地におけるオンライン診療には「D to P with N」が有効
【研究班の実証ケース】 岩国市立柱島診療所（常勤医なし）
・同医療圏のへき地医療拠点病院から月２回、医師が派遣される。島民は診療日を増やしてほしいと要望。
・令和２年から実証開始。本土から看護師のみ離島にわたり 、オンライン診療を支援し、診療日を増やす。

・オンライン診療「D to P with N」は、患者の同意の下、看護師が患者のそばにいる状態での診療である。医師は診療の補助行為
を看護師等に指示することで、予測された範囲内における治療行為や予測されていない新たな症状等に対する検査が看護師等
を介して可能となる（オンライン診療の適切な実施に関する指針）。

・離島等の診療所においては、荒天等により医師及び薬剤師がやむをえず不在となる場合に、一定の条件のもと医師又は薬剤師
が確認しながら看護師が一定の薬剤を患者に渡すことができる（令和４年３月23日厚労省事務連絡）。

柱島診療所や自宅
へき地医療拠点病院

岩国医療センター（500床）

医師派遣として定期的に
柱島に行っている医師

看護師が
オンライン診療を支援

or 自宅

【実証内容】

①診療日を増やす
（天候不良時も）
→定期受診・処方

②予測される症状
→心不全、がん

③予測外の症状
→風邪、外傷

・デバイスの操作など、オンライン診療支援に必要なスキルの習得。普段からの医師とのコミュニケーション。

・看護師によるオンライン診療支援には多大な人的コストやスキルが必要。

クラウド型電子カルテ

課題課題

オンライン診療中は、
診療所の所属（兼務）

厚生労働行政推進調査事業費「へき地医療の推進に向けたオンライン診療体制の構築についての研究」 研究班

【オンライン診療において「with N（看護師）」のメリット】
①医師が現地にいなくても、通常のオンライン診療に比べて、質の高い診療（検査、処置）を届
けることができる。

②デバイス操作が困難、難聴、認知症などの高齢者にも対応できる。
③急患対応時の看護師の精神的な不安を軽減。特に緊急オンライン代診には看護師は必須。

令和６年９月30日第９回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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介護施設等における対応力の強化

■ 老健施設における治療管理などの対応の評価
55%

16%
10% 12%

8%

38%

18% 16% 16%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0回 1回 2回 3～4回 5回以上

介護施設における協力医療機関との緊急時の対応連携の有無別
の２か月間の救急車の搬送回数

緊急時の対応あり 緊急時の対応無し

■介護施設と協力医療機関における緊急時の対応の連携

資料出所：「特別養護老人ホームと医療機関の協力体制に関する調査研究事業」PwCコンサルティ
ング合同会社（令和４年度老人保健健康増進等事業）データから厚生労働省医政局地域医療計
画課において作成

• 増加する高齢者救急への対応として、老健も含む介護施設や在宅等での適切な管理や、医療機関との緊急時の

対応を含めた連携体制の構築・情報共有等を通じて、肺炎や尿路感染症、心不全や脱水等、適切な管理によっ

て状態悪化を防ぐとともに、必要時には円滑な入院につなげるための対応力の強化が重要。

■Ambulatory Care Sensitive Conditions(ACSCs)

Hodgson et al. Ambulatory care-sensitive conditions: their 
potential uses and limitations. BMJ Quality & Safety. 2019

ACSCs：緊急入院を避けることができると考えられる喘
息や糖尿病等の一連の疾患・状態。

高齢者に関しては、肺炎や尿路感染症、心不全や脱水、
COPD等があげられる。

緊急時の対応連携あり 緊急時の対応連携なし

（救急車の搬送回数）

・所定疾患施設療養費（Ⅰ） 239単位/日
・所定疾患施設療養費（Ⅱ） 480単位/日

注１ 所定疾患施設療養費（Ⅰ）（Ⅱ）は、いずれか一方のみ算定可能。
注２ 同一の入所者に対して1月に1回、連続する7日（Ⅰ）もしくは10日（Ⅱ）を限度とする
注３ 所定疾患施設療養費は、緊急時施設療養費を算定した日は算定不可

単位等

＜対象疾患＞
• 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪

＜所定疾患施設療養費（Ⅰ）＞
• 診断・診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者

に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
＜所定疾患施設療養費（Ⅱ）＞
• 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療

録に記載していること
• 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者

に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること
• 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講してい

ること

算定要件等

令和６年９月30日第９回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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病院の経営状況について

一般病院において、医業・介護収益に対する給与費は57％を占めている。給与費は病床数に比例して増加する

ところ、病床利用率は低下している。このような中、一般病院等の医業利益率は低下している。

病院の医業利益率の推移

注1）コロナ対応等の補助金について、多くの病院では医業外収益に計上しているもの
の、一部の病院では医業収益内や特別利益に計上している。そのため、医業利益率に
ついては、一部の補助金収益が含まれている点に留意されたい

注2）コロナ対応のかかり増し経費等は医業費用として計上される一方、注 1 のとおり
補助金収益の計上先は異なるため、医業利益率と経常利益率の間には乖離が生じてい
る。

出典：「2022年度 病院の経営状況について」WAM Research Reportより
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給与費 57%

医薬品費, 13%

給食用材料費, 1%
診療材料費・医療消耗器具備品費, 10%

委託費, 8%

減価償却費, 6%
設備関係費, 4%

経費, 6%

医業・介護収益に占める比率

一般病院の費用構造

資料出所：医療経済実態調査（令和５年調査）

92% 91%

94% 93%

91% 91%
89%

88%
86% 86%

85%

83% 82%
80% 79%

76% 76%
75%

76%

71%
70% 69%

療養病床

一般病床

資料出所：厚生労働省「病院報告」
※１ 療養病床については、平成８～11年は療養型病床群、平成14年は療養

病床及び経過的旧療養型病床群の数値である。
※２ 一般病床については、平成８～11年まではその他の病床（療養型病床

群を除く。）、平成14年は一般病床及び経過的旧その他の病床（経過
的旧療養型病床群を除く。）の数値である。

病床利用率の推移

年度

％

注)  2020年以降、コロナの影響があることに留意が必要

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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入院の受診延日数の推移（平成１３年度～令和５年度）

○入院の受診延日数は減少傾向にある。

資料出所：厚生労働省「医療費の動向調査」（2023年度）
※１ 労災・全額自費等の費用を含まない概算医療費ベース。なお、概算医療費は、医療機関などを受診し傷病の治療に要した費用全体の推計値である国民医療費の約 98％に相当。
※２ 各年度の入院受診延日数の推移をみたもの。
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令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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〇 2025年から2040年にかけて65歳以上人口が増加する2次医療圏（135の医療圏）では、急性期の医療需要が引き
続き増加することが見込まれるが、がん・虚血性心疾患・脳梗塞については、入院患者数の増加ほどは急性期の治療
の件数は増加しないことが見込まれる。また、大腿骨骨折の入院患者数・手術件数は大幅な増加が見込まれる。

○ 2025年から2040年にかけて65歳以上人口が減少する2次医療圏（194の医療圏）では、がん・虚血性心疾患の入
院患者数の減少が見込まれる。脳梗塞については、入院患者数の増加ほどは急性期の治療の件数は増加しないことが
見込まれる。また、大腿骨骨折の入院患者数・手術件数は増加が見込まれる。

消化器悪性腫瘍

出典：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）（2019年度分、医政局において集計）

患者調査（平成29年）「入院受療率（人口10万対）、性・年齢階級×傷病分類別」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和2年1月1日現在）」

※ 入院患者数は、各疾患の都道府県ごとの入院受療率に二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 手術件数・PCI件数・t-PA件数は、NDBの集計（下記定義による）による実績値から、令和2年1月1日時点での住基人
口を用いて都道府県ごとの受療率を算出し、二次医療圏ごとの将来の人口推計を掛け合わせて算出。

※ 消化器悪性腫瘍の手術件数とは、消化管及び肝胆膵等にかかる悪性腫瘍手術の算定回数の合計である。

※ 虚血性心疾患のPCI件数とは、「経皮的冠動脈形成術」「経皮的冠動脈ステント留置術」等の算定回数の合計である。

※ 脳梗塞のt-PA（アルテプラーゼによる血栓溶解療法）件数とは、「超急性期脳卒中加算」の算定回数の合計である。

※ 大腿骨骨折の手術件数とは、「人工骨頭挿入術（股）」の算定回数の合計である。

※ 福島県は市区町村ごとの人口推計が行われていないため、福島県の二次医療圏を除く329の二次医療圏について推計。

虚血性心疾患 脳梗塞

大腿骨骨折
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需要面： 超高齢化・人口急減で、急性期の医療ニーズが大きく変化
令和４年３月４日 第７回第８次医療計画等に関する検討会 資料１ 令和６年３月29日第1回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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2040年における診療領域別の手術件数の変化について

多くの医療資源を要する医療について、2020年から2040年にかけて、全ての診療領域において、半数以上の構

想区域で手術件数が少なくなる。
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性器

2020年から2040年への手術の算定回数の変化率別構想区域数（診療領域別）

30%以上減少 30%-20%減少 20%-10%減少 10%-0%減少 0%-10%増加 10%以上増加

資料出所：厚生労働省「NDBオープンデータ」（令和4年度）、総務省「人口推計」2022年、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を用いて、厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。

※推計については、年齢構成の変化による需要の変化をみるため、全国計の性・年齢階級別の領域別の算定回数を分子、全国の性・年齢階級別人口を分母として受療率を作成し、これを構想区域別の性・年齢階級別の

2020年、2040年時点のそれぞれの人口に適用して作成しているものであり、地域別の受療行動の変化の実態を織り込んでいるものではないことに留意が必要。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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2 4時間緊急手術を実施するために必要な体制について

日

二次医療圏数

• 緊急手術を24時間体制で実施するためには、手術の主たる診療科、救急部門、麻酔科に関わる医師・看護師の

ほか、血液検査や画像検査等の検査部門、薬剤部門等、様々な人員が必要となる。

• 二次医療圏毎に年間における夜間や休日等の緊急手術（※）を実施する日数は、360日以上実施する医療圏は3、

300日以上は31、200日以上は102、100日以下の医療圏は165であった。

2022年度NDBデータ

※緊急手術：時間外加算、休日加算、深夜加算を算定する全身麻酔を実施する手術及び帝王切開

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料

33



44

64

53

42

31

26

20

11
7 6

3 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

時間外等の緊急手術の1日当たり最大件数（二次医療圏）

時間外等の緊急手術の件数と対応状況について

二次医療圏数

件数

・二次医療圏において、1日あたりの時間外等の緊急手術について、1年のうち最多の日でも１－４件程度である二

次医療圏が大半となっている。

・緊急手術を実施する医療機関数が1である二次医療圏は82、2である二次医療圏は61あり、その他の医療圏は3医

療機関以上において緊急手術を実施する体制にある。

2022年度NDBデータ

※緊急手術：時間外加算、休日加算、深夜加算を算定する全身麻酔を実施する手術及び帝王切開
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二次医療圏別の時間外等の緊急手術の実施医療機関数の合計
二次医療圏数

※二次医療圏において緊急手術を実施実績のある医療機関数の合計
件数 医療機関数

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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医療機関あたりの症例数と医療の質について

胃や大腸、肺等のがんに対する手術について、症例数の少ない

医療機関において死亡リスクが高い傾向が見られた。

Okawa et al. Hospital volume and postoperative 5-year survival 
for five different cancer sites: A population-based study in Japan. 
Cancer Science. 2020

食道切除術について、症例数の多い医療機関では術後・30日死

亡率が症例数の少ない施設と比べて低い傾向が見られた。

Nishigori et al. Impact of hospital volume on risk-adjusted 
mortality following oesophagectomy in Japan. Br J Surg. 2016

食道切除術の症例数規模と死亡率の関係手術種類毎の医療機関の症例数規模と死亡リスク

様々な手術において、症例の多い医療機関ほど死亡リスクが低い傾向があることが知られている。

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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診療科別の時間外・休日労働時間が年1,860時間超の医師の割合
〇 H28調査、Ｒ１調査、今回調査（Ｒ４調査）の病院・常勤勤務医の時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合を診療科別に集計した。

□ 時間外・休日労働時間が年1,860時間換算を超える医師の割合が高い診療科は脳神経外科（9.9%）、外科（7.1%）、形成外科（6.8%）、産婦
人科（5.9%）、 救急科（5.1%）であった。

※ H28調査の分析対象者は常勤勤務医であり、勤務先を問わない。
※ H28調査の設問は、19診療科ではないため、比較不可な診療科がある。
※ 労働時間には、兼業先の労働時間を含み、指示無し時間を除外している。
※ 宿日直の待機時間は労働時間に含め、オンコールの待機時間は労働時間から除外した（労働時間＝診療時間＋診療外時間＋宿日直の待機時間）。
※ R１調査、R４調査では宿日直許可を取得していることがわかっている医療機関に勤務する医師の宿日直中の待機時間を労働時間から除外している。
※ R１調査ではさらに診療科別の性、年齢調整、診療科ごとの勤務医療機関調整を行っている。
※ 「時間外・休日労働時間が年1,860時間超」は週78時間45分超勤務と換算した。
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2018 2025 2040

826万人
（12%）

6,665万人

940万人程度
（14~15%程度）うち

医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

20402040

1,070万人程度
（18~20%程度）

6,082万人

6,490万人
～（※１）

5,245万人

6,024万人
～（※１）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数

経済成長と労働参加が
適切に進むケース

6,024万人

974万人
（16%）

・ 改革により生産性が
向上し、

・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）※３

改革後の就業者数

963万人

926万人
～

①多様な就労・社会参加
②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、
75歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を
５％（医師は７％）以上改善

※１ 総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。
※２ 2018年度の医療・福祉の就業者数は推計値である。
※３ 独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」は、2024年3月11日に新しい推計が公表されている。2024年3月推計では、成長実現・労働参加進展シナリオで、総就業者数は、2022年の6,724万人か

ら2040年に6,734万人と概ね横ばいであり、「医療・福祉」の就業者数は、2022年の897万人から2040年に1,106万人と増加する推計となっている。現時点では、『需要面から推計した医療福祉分野の就業者数』
を更新したデータはないため、比較には留意が必要。

○2040年には就業者数が大きく減少する中で、医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となる。

マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる
令和４年３月４日 第８次医療計画等に関する検討会資料１（一部改）

※２

年 年

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（一部改）
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目指すべき医療提供体制の基本的な考え方（案）

• 85歳以上の高齢者の増加や人口減少がさらに進む2040年以降においても、全ての地域・全ての世代の患者が、適切な医療・
介護を受け、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提
供体制を実現する必要がある。

• このため、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との連携等を含め、地域における長期的に共有すべき医療提供体
制のあるべき姿・目標として、地域医療構想を位置づける。人口や医療需要の変化に柔軟に対応できるよう、二次医療圏を基
本とする構想区域や調整会議のあり方等を見直した上で、医療・介護関係者、都道府県、市区町村等が連携し、限りある医療
資源を最適化・効率化しながら、「治す医療」を担う医療機関と「治し、支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、
「地域完結型」の医療・介護提供体制を構築する。

• 具体的には、

増加する高齢者救急に対応するため、軽症・中等症を中心とした高齢者の救急の受入体制を強化する。ADLの低下を防
ぐため、入院早期から必要なリハビリを適切に提供し、早期に生活の場に戻ることを目指す。その際、医療ＤＸの推進
等により、日頃から在宅や高齢者施設等と地域の医療機関の連携、かかりつけ医機能の発揮等を通じ、救急搬送や状態
悪化の減少等が図られるよう、在宅や高齢者施設等を含む対応力の強化を目指す。

増加する在宅医療需要に対応するため、必要に応じて現行の構想区域よりも小さい単位で、地域の医療機関の連携によ
る24時間の在宅医療の提供体制の構築、オンライン診療の積極的な活用、介護との連携等、効率的かつ効果的な在宅医
療の体制強化を目指す。外来医療においても、時間外対応や在宅医療等のかかりつけ医機能を発揮して必要な医療提供
を行う体制を目指す。

医療の質やマンパワーの確保のため、手術等の労働集約的な治療が減少し、急性期病床の稼働率の低下による医療機関
の経営への影響が見込まれる中、必要に応じて現行の構想区域を越えて、一定の症例や医師を集約して、医師の修練や
医療従事者の働き方改革を推進しつつ、高度医療・救急を提供する体制の構築を目指す。

必要な医療機能を維持するため、特に過疎地域において、人口減少や医療従事者の不足が顕著となる中で、地域で不可
欠な医療機能（日常診療や初期救急）について、拠点となる医療機関からの医師の派遣、巡回診療、ICT等を活用し、
生産性の向上を図り、機能維持を目指す。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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新たな地域医療構想の基本的な方向性（案）

病床の機能分化･連携を中心とした地域医療構想をバージョンアップし、85歳以上の高齢者の増加や
人口減少がさらに進む2040年頃、さらにその先も見据え、全ての地域・全ての世代の患者が適切な
医療を受けられる体制を構築できるよう、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、介護との連
携等を含む、医療提供体制全体の新たな地域医療構想を策定する。

病床の機能分化・連携
入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、
医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ

現行の地域医療構想 新たな地域医療構想

地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想
85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増大等、2040年頃を見据えた課題に対
応するため、入院に限らず医療提供体制全体を対象とした地域医療構想を策定する。

今後の連携･再編･集約化をイメージできる医療機関機能に着目した医療提供体制の
構築
病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提供の拠点等、地域で求められる医療機
関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。

限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現
医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産性を向上させ、持続可能な医療提供体
制モデルを確立する。

令和６年８月26日 第７回「新たな地域医療構想等に関する検討会」資料
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病床機能・医療機関機能の整理（イメージ）

これまでの地域医療構想では、病床数に着目した協議になって医療機関の役割分担・連携の推進につながりにく

い、病床機能報告において必ずしも客観的でない報告がなされる、必要病床数と基準病床数の関係性がわかりに

くい等の課題があった。

病床区分毎の必要量
基本的に診療実績データをもとに、
病床区分毎に2040年における地
域の病床の必要量を推計。将来の
病床の必要量と基準病床数との関
係を整理し、位置づけを明確化。

医療機関機能の明確化
地域での医療提供体制を検討・
議論するにあたり、連携・再
編・集約化に向けて、地域で求
められる役割を担う医療機関機
能を新たに地域医療構想に位置
づける。

医療機関の報告等
地域の状況・取組進捗等を把握し、
地域で協議を行って取組を推進する
とともに、国民･患者に共有するこ
とを目的に、病床機能や医療機関機
能を報告する。その際、診療報酬に
おける届出等に応じた客観性を有す
る報告とし、一定の医療機関の役割
を明確にする仕組みを創設。

新たな地域医療構想においては、以下の３つの観点に基づき、病床機能・医療機関機能の整理を

行い、医療提供体制を構築していく。

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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2 0 4 0年に求められる医療機関機能（イメージ）

高齢者救急の受け皿

となり、地域への復

帰を目指す機能

在宅医療を提供し、地

域の生活を支える機能

救急医療等の急性期

の医療を広く提供す

る機能

かかりつけ医等と連携し、増大す

る高齢者救急の受け皿となる機能

地域での在宅医療を実施し、緊急

時には患者の受け入れも行う機能

高度な医療や広く救急への対応

を行う機能（必要に応じて圏域

を拡大して対応）

医師の派遣機能 医育機能

地域ごとに求められる医療提供機能

より広域な観点から、医療提供体制を維持するために求められる機能

より広域な観点で診療を

担う機能

令和６年９月６日第８回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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地域ごとに求められる医療機関機能

具体的な内容（イメージ）医療機関機能

• 救急搬送を受けるだけでなく、入院早期か
らのリハビリ等の離床のための介入を行う

• 必要に応じて専門病院等と協力・連携する
とともに、高齢者が抱える背景事情も踏ま
えて退院調整を行うなどにより早期退院に
つなげ、他施設とも連携しながら通所や訪
問でのリハビリを継続できる

高齢者救急の受け皿
となり、地域への復
帰を目指す機能

• 地域で在宅医療を実施し、他の医療機関、
訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬
局、介護施設等と連携して、24時間の対応
や在宅患者の入院対応ができる

在宅医療を提供し、
地域の生活を支える
機能

• 持続可能な医療従事者の働き方や医療の質
も確保するため、搬送体制の強化等に取り
組みつつ、一定の症例数を集約して対応す
る地域の拠点として対応できる

救急医療等の急性期
の医療を広く提供す
る機能

846

116

471

急性期併設あり 地ケアあり 地ケアなし
（回リハ単独）

回復期リハビリテーション病棟入院料

• 医療機関機能としては、地域ごとに、【高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能】、【在宅医

療を提供し、地域の生活を支える機能】、【救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能】（必要に応じて

圏域を拡大して対応）を確保することが考えられる。

• このほか、地域によっては、回復期リハビリテーションや一部の診療科に特化した医療機関等が存在し、その

役割を発揮している。

■地域ごとに求められる医療機関機能 ■その他の医療機関機能

令和６年９月30日第９回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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構想区域・医療機関機能の考え方（案）②

• 新たな地域医療構想における構想区域の範囲については、2040年頃を見据えると、人口規模が20万人未満の構

想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題がある場

合には、必要に応じて構想区域を拡大する必要があるのではないか。

• 在宅医療については、二次医療圏よりも狭い区域での議論が必要であり、在宅医療の圏域ごとに、医療機関、

訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設等が連携しながら、在宅医療提供体制を確保するとと

もに、市町村の在宅医療・介護連携推進事業の取組との連携をより一層深めることができる枠組みが必要では

ないか。

• 医療機関機能としては、地域ごとに、【高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能】、【在宅医

療を提供し、地域の生活を支える機能】、【救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能】（必要に応じて

圏域を拡大して対応）を確保するとともに、地域によって役割を発揮している、回復期リハビリテーションや

一部の診療科に特化した医療機関等の機能について、【その他地域を支える機能】として位置づけることとし

てはどうか。

令和６年９月30日第９回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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2 0 4 0年に求められる基礎となる構想区域（イメージ）（案）

2040年におけるイメージ

• 2040年頃を見据えると、人口規模が20万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機
関の維持等の観点から医療提供体制上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域を拡大するとともに、地
域の実情に応じて、地域ごとに、【高齢者救急の受け皿となり、地域への復帰を目指す機能】、【在宅医療を
提供し、地域の生活を支える機能】、【救急医療等の急性期の医療を広く提供する機能】（必要に応じて圏域
を拡大して対応）を確保することが考えられるのではないか。

• 地域によっては、回復期リハビリテーションや一部の診療科に特化した医療機関等が【その他地域を支える機
能】を発揮する。

既存の構想区域

既存の構想区域
その他：専門医療の提供等を通じ、地域を支える機能

救急・急性期

その他

その他

高齢者救急

高齢者救急

在宅医療

在宅医療

これまでのイメージ

基礎となる構想区域

既存の構想区域

既存の構想区域

在宅医療

高齢者救急

その他

高齢者救急

高齢者救急

令和６年９月30日第９回新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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在宅医療の圏域について（案）

• 医療計画における「在宅医療の体制構築に係る指針」において、在宅医療の圏域の設定にあたっては、従来の

二次医療圏にこだわらず、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設

定することとしている。

• 新たな地域医療構想においても、都道府県において適切な在宅医療の圏域を設定し、医療関係者、介護関係者、

市町村等も参画して、2040年頃を見据えて、医療機関機能の１つである【在宅医療を提供し、地域の生活を支

える機能】を確保し、医療機関、訪問看護ステーション、歯科医療機関、薬局、介護施設等が連携して、24時

間の対応や在宅患者の入院対応等ができる在宅医療提供体制を構築することが考えられるのではないか。 

■在宅医療の体制構築に係る指針（抜粋）

２ 圏域の設定

○都道府県は、在宅医療提供体制を構築する
に当たって（略））退院支援、生活の場に
おける療養支援、急変時の対応、看取りと
いった各区分に求められる医療機能を明確
にして、圏域を設定する。圏域の設定は、
課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案
の前提となるものであり、施策の実効性を
確保する観点から、圏域の設定は確実に行
うことが望ましい。

○圏域を設定するに当たって、在宅医療の場

合、医療資源の整備状況や介護との連携の

あり方が地域によって大きく変わることを

勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、

できる限り急変時の対応体制（重症例を除

く。）や医療と介護の連携体制の構築が図

られるよう、市町村単位や保健所圏域等の

地域の医療及び介護資源等の実情に応じて

弾力的に設定する。

基礎となる構想区域

在宅医療の圏域

訪看ＳＴ
介護事業者

訪看ＳＴ

介護事業者

病院
訪看ＳＴ

訪看ＳＴ

介護事業者

在宅医療の圏域イメージ

在宅医療の圏域

在宅医療の圏域

在宅医療

診療所

訪看ＳＴ

介護事業者

介護事業者

訪看ＳＴ

病院

訪看ＳＴ

訪看ＳＴ

介護事業者

介護事業者

在宅医療

診療所

在宅医療

在宅医療

薬局
薬局

薬局

歯科医療機関歯科医療機関
歯科医療機関

薬局
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国立病院機構が提供している医療及び

経営状況について

1

第２回NHOビジョン検討委員会

（令和６年１０月３日）

資料２



2

１．国立病院機構（ＮＨＯ）の概要

２．ＮＨＯが提供している医療

（１）５疾病６事業等

（２）重症心身障害、神経・筋疾患

（３）結核

３．ＮＨＯの経営状況

４．ＮＨＯが担うべき医療や経営改善等の方向性

※精神疾患、心神喪失者等医療観察法は次回（第３回）議論予定



独立行政法人国立病院機構法（平成十四年十二月二十日法律第百九十一号）

3

（機構の目的）

第三条 独立行政法人国立病院機構（以下「機構」という。）は、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに
技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であっ
て、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目
的とする。

（業務の範囲）

第十五条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 医療を提供すること。

二 医療に関する調査及び研究を行うこと。

三 医療に関する技術者の研修を行うこと。

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

２ 機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具
を、機構に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）

第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危
害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第
十五条第一項第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。

２ 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じな
ければならない。



○ NHOは病院数が多く、急性期から慢性期まで幅広い医療を提供していることから、各病院の経営管理や経営分析にあた
って、同規模・同機能病院同士での比較・分析をしやすくするために、病院をいくつかのグループに分類・区分している。

病院の診療機能と病床規模を基に、以下の区分に分類
（診療機能：入院基本料別の病床区分・特定の施設基準を取得・特定機能の運営）

要件① 分類 要件② 要件③
区分

（R6の病院数）

運営病床数に占める
一般病床の割合が
50％以上

一般病床中心

運営病床数が
400床以上

以下のいずれかを満たす
・救命救急センター
・急性期充実体制加算

一般１
（18病院）

上記以外
一般２

（16病院）

運営病床数が
400床未満

以下のいずれかを満たす
・救命救急センター
・総合・地域周産期母子医療センター
・がん拠点病院
・急性期充実体制加算
・総合入院体制加算

一般３
（17病院）

上記以外
一般４

（18病院）

運営病床数に占める
一般病床の割合が
50％未満

セーフティ系病床
中心

精神病床が概ね50％以上または医療観察法病棟運営病院
精神

（14病院）

障害者関係病床（重症心身障害、筋ジストロフィー、障害者施設等入院
基本料算定病床）が概ね75％以上

障害１
（31病院）

上記以外
障害２

（25病院）

※ 一般病床中心の要件②の考え方は、医療法や診療報酬上の基準が、病床機能に関わらず400床以上を基準としていることから、これに準じて設定
※ 障害関係病床中心の基準である75％の考え方は、基本的に障害病床＋一般や回復期などの病棟が2つ以下になるように設定
（障害病床の割合：300床(6個病棟)÷400床(8個病棟)＝75％）。

病院のグループ分け

4

第１回検討委員会 参考資料１を一部修正



一般病床中心 セーフティ系病床中心

一般1 一般2 一般3 一般4 精神 障害1 障害2

18病院 16病院 17病院 18病院 14病院 31病院 25病院

北海道医療 北海道がん 西埼玉中央 函館医療 花巻 八戸 七尾 帯広 宇多野

仙台医療 弘前総合医療 千葉医療 旭川医療 下総精神医療 青森 三重 盛岡医療 大阪刀根山医療

水戸医療 渋川医療 甲府 霞ヶ浦医療 久里浜医療 岩手 鈴鹿 東埼玉 奈良医療

高崎総合医療 東京 信州上田医療 茨城東 さいがた医療 釜石 あわら 千葉東 和歌山

埼玉 相模原 舞鶴医療 栃木医療 小諸高原 仙台西多賀 紫香楽 下志津 南岡山医療

東京医療 まつもと医療 大阪南医療 宇都宮 北陸 宮城 南京都 神奈川 広島西医療

災害医療 金沢医療 神戸医療 沼田 東尾張 あきた 兵庫あおの 西新潟中央 愛媛医療

横浜医療 静岡医療 南和歌山医療 村山医療 榊原 山形 兵庫中央 石川 東佐賀

名古屋医療 三重中央医療 浜田医療 豊橋医療 やまと精神医療 米沢 松江医療 長良医療 宮崎東

京都医療 姫路医療 福山医療 東近江総合医療 鳥取医療 福島 柳井医療
静岡てんかん・神
経

宮崎

大阪医療 四国こどもとおとな 東広島医療 近畿中央呼吸器 賀茂精神医療 いわき とくしま医療 天竜 南九州

岡山医療 高知 関門医療 米子医療 肥前精神医療 箱根 高松医療 東名古屋 沖縄

呉医療 九州がん 四国がん 山口宇部医療 菊池 新潟 大牟田 敦賀医療

岩国医療 熊本再春医療 小倉医療 福岡 琉球 東長野 長崎

九州医療 別府医療 佐賀 長崎川棚医療 富山 西別府

福岡東医療 鹿児島医療 嬉野医療 熊本南 医王

長崎医療 都城医療 大分医療

熊本医療 指宿医療
※ このグループは、令和6年4月1日の運営病床数・令和6年6月3日時点施設基準届出状況等
   を用い区分した。

○病院のグループ分け（令和6年度確定版）

5

第１回検討委員会 参考資料１を一部修正



6

１．国立病院機構（ＮＨＯ）の概要

２．ＮＨＯが提供している医療

（１）５疾病６事業等

（２）重症心身障害、神経・筋疾患

（３）結核

３．ＮＨＯの経営状況

４．ＮＨＯが担うべき医療や経営改善等の方向性



【がん】
医療計画記載 86病院
がん診療拠点病院 34病院

【心筋梗塞】
医療計画記載  66病院

【脳卒中】
医療計画記載  90病院

【糖尿病】
医療計画記載  80病院

【精神疾患】
医療計画記載  46病院
認知症疾患医療センター
                         15病院

【救急医療】
医療計画記載 115病院
救命救急センター 21病院

【災害医療】
医療計画記載 69病院
災害拠点病院  38病院

【周産期医療】
医療計画記載  62病院
総合周産期母子医療センター

                         5病院
地域周産期母子医療センター

                         19病院

【小児医療】
医療計画記載 97病院

【へき地医療】
医療計画記載 15病院
へき地拠点病院  8 病院

都道府県医療計画における5疾病5事業の記載状況（令和５年度末）
全国に占める国立病院機構の割合 NHO病院 全国 割合（％）

総病院数 140 8,156 1.7％

地域医療支援病院 61 700 8.7％

救命救急センター 21 304 6.9％

総合周産期母子医療センター 5 112 4.5％

地域周産期母子医療センター 19 296 6.4％

基幹災害拠点病院 5 63 7.9％

地域災害拠点病院 33 713 4.6％

がん診療連携拠点病院等【全体】 34 460 7.4％

都道府県がん診療連携拠点病院 3 51 5.9％

地域がん診療連携拠点病院 29 348 8.5％

地域がん診療病院 2 61 4.4％

へき地拠点病院 8 348 2.6％

地域における医療に貢献するため、都道府県が策定する医療計画を踏まえ、がん、
脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患の５疾病及び救急医療、災害時における医
療、へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急を含む）、新興感染症発生・ま
ん延時における医療の６事業を中心に、地域の医療機関との連携強化を図っている。
地域における診療拠点として、拠点病院等の認定を受けており、５疾病６事業等の

地域における医療提供体制の確保に貢献している。

※ 令和５年度末の記載のため、令和６年度から医療計画の記載事項に追加された「新興感
染症発生・まん延時における医療」の記載はない。

手術件数 197,495 件

救急車受入数 229,530件

■手術件数、救急車受入数（令和５年度）

7

５疾病６事業等 第１回検討委員会 資料２を一部修正

訪問看護ステーション 17病院

在宅療養後方支援病院 39病院

◼ 在宅医療



〇 元々、運営病床数と入院患者数は減少傾向。新型コロナの影響により、令和２年度に患者数が急減し、病床利用率が低下。
〇 令和３年度以降、患者数が横ばいであり、コロナ前の水準に戻る見込みは極めて低い。

【運営病床数、一日平均入院患者数、病床利用率】

8

ＮＨＯ病院における一般病棟（重心・筋ジス除く）の状況

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

運営病床数 36,081 35,841 35,831 35,677 35,159 34,894 34,752 34,309 34,604 34,445

一日平均入院患者数 28,991.9 28,707.2 28,292.3 28,394.2 28,293.8 27,872.3 24,757.9 24,883.4 24,945.4 25,030.4

病床利用率 80.4% 80.1% 79.0% 79.6% 80.5% 79.9% 71.2% 72.5% 72.1% 72.7%
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10

重症心身障害、神経・筋疾患

重症心身障害とは、「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複（児童福祉法第
7条第2項）し、発達期に発症し、医療的ケアが必要な児者」であり、昭和 41 年厚生
事務次官通知により国立療養所において重症心身障害児の受入れを開始した。

（出典）厚生労働省の平成２４年度重症心身障害児者の地域生活モデル検討委員会事業報告書

筋ジストロフィーについては、昭和39年、厚生省「進行性筋萎縮症児対策要綱」に
基づき、国立療養所における筋ジス患者の受入れを開始した。

筋ジストロフィー病棟を有する病院は平成18年10月から、重症心身障害病棟を有
する病院は平成24年4月から療養介護事業所となった。

現在は、重症心身障害児（者）等の在宅療養を支援するため、一時的入院や通所支
援等に取り組んでいる。

【短期入所、通所事業を実施する病院数】
２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

短期入所事業 調査なし ６９病院 ６９病院 ７２病院 ７３病院 ７４病院 ７６病院 ７８病院 ７８病院 ７８病院

生活介護 ３３病院 ３２病院 ３２病院 ３３病院 ３３病院 ３５病院 ３５病院 ３５病院 ３５病院 ３３病院

放課後等デイサービス ２６病院 ２８病院 ２８病院 ２８病院 ２８病院 ２９病院 ２９病院 ２９病院 ２９病院 ２９病院

児童発達支援 ３０病院 ３２病院 ３２病院 ３２病院 ３２病院 ３５病院 ３５病院 ３５病院 ３５病院 ３４病院

【短期入所、通所事業の年間延べ利用者数】

３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

短期入所 ３９,９３２名 ４９,９９３名 ３０,１９４名 ３１,３４７名 ３４,０３５名 ３９,９４２名

通所事業 ４８,７８８名 ４８,０８１名 ３９,５４３名 ３７,０１２名 ３７,０９７名 ３６,３９１名

新型コロナの影響により利用者数減少

独立行政法人国立病院機構中期計画（令和６年度～令和１０年度）
セーフティネット分野の医療を提供する病院においては、重症心身障害児（者）、筋ジストロフィー、神経難病等の在宅
療養患者の支援のための一時的入院や通所支援等に取り組む。
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厚生労働省保険局医療課 令和６年度診療報酬改定概要【在宅（在宅医療、訪問看護）】より抜粋



12
12

厚生労働省障害保健福祉部 第28回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 障害福祉分野の最近の動向より抜粋
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重症心身障害、神経・筋疾患

重心・筋ジス病床を有する病院
医療法病床数
重心 筋ジス

北海道医療 56 116
函館 60 0
旭川医療 0 40
帯広 120 0
八戸 100 0
青森 120 80
盛岡医療 46 0
花巻 60 0
岩手 150 0
釜石 80 0
仙台西多賀 80 160
宮城 120 0
あきた 160 80
山形 102 0
米沢 120 0
福島 170 0
いわき 84 0
茨城東 120 0
宇都宮 100 0
渋川医療 106 0
東埼玉 80 120
千葉東 120 0
下志津 120 100
箱根 0 120
神奈川 120 0
西新潟中央 120 0
新潟 116 116
さいがた医療 82 0

重心・筋ジス病床を有する病院
医療法病床数
重心 筋ジス

甲府 132 0
東長野 130 0
まつもと医療 100 0
小諸高原 80 0
富山 170 0
北陸 50 0
医王 100 100
七尾 50 0
石川 50 0
長良医療 140 40
静岡てんかん・神経医療 160 0
天竜 110 0
静岡医療 58 0
東名古屋 50 0
豊橋医療 40 0
三重 50 0
鈴鹿 120 120
敦賀医療 120 0
あわら 90 0
紫香楽 98 0
宇多野 0 60
南京都 120 0
大阪刀根山医療 0 106
兵庫あおの 200 0
兵庫中央 50 100
奈良医療 100 36
やまと精神医療 100 0
和歌山 159 0

重心・筋ジス病床を有する病院
医療法病床数
重心 筋ジス

鳥取医療 160 0
松江医療 90 90
南岡山医療 120 0
広島西医療 120 120
賀茂精神医療 100 0
山口宇部医療 120 0
柳井医療 76 0
とくしま医療東病院 156 0
とくしま医療西病院 0 120
四国こどもとおとなの医療 215 0
愛媛医療 160 0
高知 120 0
福岡 130 0
大牟田 80 80
福岡東医療 120 0
肥前精神医療 100 0
東佐賀 165 0
長崎 112 0
長崎川棚医療 0 60
菊池 100 0
熊本再春医療 100 80
西別府 124 75
宮崎東 0 50
宮崎 120 0
南九州 135 80
沖縄 0 100
琉球 90 0
全国 8,152 2,349

※ 医療法病床数は令和６年４月1日現在

※ 重心病床を有する病院数は75病院、筋ジス病床を有する病院数は26病院、重心又は筋ジス病床を有する病院数は83病院



ＮＨＯ病院における重症心身障害病棟の状況

〇 元々、入院患者数は微増傾向であったが、新型コロナの影響により、令和２年度に患者数が減少。令和４年度以降は微減
傾向。

〇 平成30年度以降は病床利用率が低下傾向。
〇 また、入院患者の高齢化や人工呼吸器装着率の増加がみられる。

14

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

運営病床数 7,719 7,787 7,909 7,955 7,998 8,080 8,096 8,110 8,116 8,118

一日平均入院患者数 7,542.8 7,583.5 7,616.8 7,684.4 7,720.6 7,782.0 7,695.2 7,755.0 7,719.6 7,699.9

病床利用率 97.6% 97.3% 96.2% 96.6% 96.5% 96.3% 95.9% 95.6% 95.1% 94.8%
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【運営病床数、一日平均入院患者数、病床利用率】



ＮＨＯ病院における筋ジストロフィー病棟の状況

〇 新型コロナの影響により、令和２年度以降、入院患者数が減少傾向。
〇 それに伴い、病床利用率が低下傾向。
〇 また、入院患者の高齢化や人工呼吸器装着率の増加がみられる。
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

運営病床数 2,265 2,316 2,316 2,371 2,392 2,392 2,388 2,358 2,347 2,335

一日平均入院患者数 2,135.6 2,142.3 2,184.1 2,196.2 2,206.9 2,204.0 2,146.9 2,132.4 2,096.4 2,073.7

病床利用率 94.3% 92.5% 94.3% 92.6% 92.3% 92.1% 91.4% 90.4% 89.3% 88.8%

80.0%
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【運営病床数、一日平均入院患者数、病床利用率】



（平成２７年） （令和３年）

（参考）重症心身障害の入院患者の高齢化について

重症心身障害の入院患者は、平成27年10月には「45歳～49歳」の年齢層に最も多かったところ、令和３年10月には「50歳～
54歳」の年齢層に最も多くなるとともに、全体的に高年齢層における患者数が増えている。

16

出典：令和5年7月21日厚生労働省障害保健福祉部第30回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
             ヒアリング資料３（独立行政法人国立病院機構）
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左軸（棒グラフ）：障害者施設等入院基本料を取得している病棟の入院患者のうち人工呼吸器を装着している患者数（１日当たり）
右軸（折れ線グラフ）：障害者施設等入院基本料を取得している病棟の入院患者数に占める人工呼吸器床装着患者割合

（参考）障害者施設等入院基本料病棟の人工呼吸器装着患者の増加について

障害者施設等入院基本料を取得している病棟の入院患者のうち人工呼吸器を装着している患者の割合は、平成24年度末には
病棟の20.4％であったが、令和４年度末には病棟の25.4％となり、患者数とともに増加している。

（人）
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出典：令和5年7月21日厚生労働省障害保健福祉部第30回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
             ヒアリング資料３（独立行政法人国立病院機構）



DMD総数 平均年齢
（歳）

呼吸器装着率（％） 経口摂取率（％）

1999年 873 23.6 58.6 96.1

2012年 733 30.1 86.1 66.8

死亡時平均年齢 26.7歳（2000年）→32.4歳（2012年）

出典：齊藤利雄, 夛田羅勝義, 川井充「国内筋ジストロフィー専門入院施設におけるDuchenne型筋ジストロフィー
の病状と死因の経年変化（1999年～2012年）」『臨床神経』54巻10号, 2014, p.783-790

（参考）筋ジストロフィーの入院患者の高齢化・重症化について

筋ジストロフィーの入院患者についても、高齢化・重症化がみられる。入院患者

鈴鹿病院久留院長提供資料 18



（参考）希少疾患、筋ジストロフィー等を含む医療を取り巻く状況について

近年、医学の進歩に伴い、これまで診断がつかなかった希少疾患や未診断疾患に対して、
病態解明を行う体制の構築（IRUD；Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases）や、
筋ジストロフィーに対する遺伝子治療の開発など、取り巻く状況が変化してきている。

（診断体制の充実）

（治療薬の開発）

○ IRUDは、複数の臓器にわたって障害がある状態が長
期に持続し、遺伝性疾患が疑われる未診断疾患の患者
さんに対して、最先端のゲノム解析技術を駆使して診断を
確定し原因を解明するための、全国縦断的・専門分野横
断的なプロジェクトとして2015年に国立研究開発法人日
本医療研究開発機構（AMED）を中心に発足。

○ IRUDは、2021年現在、全国39拠点病院・13高度
協力病院・５解析センター・１データセンター・１コーディ
ネーティングセンター・１リソースセンターで構成。

出典：IRUDホームページ（https://plaza.umin.ac.jp/irud/）

○ 令和５年６月22日、世界初となる筋ジストロフィーの遺伝子治療薬がアメリカで承認。

出典：FDAホームページ（https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/tissue-tissue-products/elevidys）

一般社団法人筋ジストロフィー協会 （https://www.jmda.or.jp/members-only/medical/medical-info-2023062303/）

19
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昭和22年4月に日本医療団の結核療養施設（93施設）が国立療養所に移管され運営を開始
した以降、かつては国民病と言われ死亡原因の第１位であった結核医療の中心的役割を果た
してきたところであり、現在においても、ほぼ全ての都道府県で結核の入院医療機関として
指定されるとともに、多剤耐性結核など難易度の高い結核に対応している。

21

結核

結核病床を有する病院 医療法病床数
北海道医療 21
旭川医療 20
青森 33
盛岡医療 10
あきた 6
茨城東 10
宇都宮 30
渋川医療 46
東埼玉 80
千葉東 19
東京 50
神奈川 30
西新潟中央 30
甲府 6
まつもと医療 21
富山 5
七尾 40
長良医療 18
天竜 8
東名古屋 40
三重中央 15
東近江総合医療 16
南京都 35
近畿中央呼吸器 40

結核病床を有する病院 医療法病床数
兵庫中央 10
奈良医療 30
和歌山 15
松江医療 6
南岡山医療 25
東広島医療 16
山口宇部医療 30
とくしま医療東病院 20
高松医療 12
愛媛医療 16
高知 22
大牟田 20
福岡東医療 38
東佐賀 30
熊本南 22
西別府 10
宮崎東 54
沖縄 30
全国 1,035

※ 医療法病床数は令和６年４月1日現在

※ 結核病床を有する病院数は42病院



長年、結核のまん延国と位置付けられてきた日本の患者数が減少し、2021年の統計で
罹患率（人口10万対）が9.2となり、初めて欧米並みの「結核低まん延国」となった。

結核医療の現状
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全国の新登録結核患者数と罹患率の推移
（公益財団法人結核予防会「結核の統計」より）

H19結核予
防法が感染
症法に統合

H17「医療計
画における結
核病床の基準
病床数の算定
について」

（人）

※世界保健機関（WHO）が定める基
準で、人口10万人あたりの結核罹患
率が10未満を結核低まん延と定義。 22

参考：諸外国の結核罹患率（2022）
アメリカ 2.6
ドイツ 5.1
フランス 7.2
イギリス 7.6
日本 8.2
韓国 39
中国 52
タイ 155
ベトナム 176
インドネシア 385
フィリピン 638

（厚生労働省「結核登録者情報調査
年報」より）
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（厚生労働省 医療施設調査・病院報告より）

・各年10月1日時点。
・公立病院…都道府県、市町村、地方独立行政法人
・その他 …国立大学法人、JCHO、日赤、済生会、厚生連、

社会保険関係団体、医療法人等

結核医療の現状

全国の結核病床利用率の推移
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ＮＨＯ病院における結核病棟の状況

〇 入院患者数は一貫して減少傾向。
〇 病床利用率は極めて低い状況。

【運営病床数、一日平均入院患者数、病床利用率】

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

運営病床数 1,688 1,551 1,505 1,442 1,291 1,212 1,182 1,134 1,029 1,027

一日平均入院患者数 891.3 816.1 753.4 698.3 633.3 564.9 556.4 535.0 476.9 394.4

病床利用率 52.8% 52.6% 50.1% 48.4% 49.1% 46.6% 47.1% 47.2% 46.3% 38.4%

30.0%
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40.0%
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25

１．国立病院機構（ＮＨＯ）の概要

２．ＮＨＯが提供している医療

（１）５疾病６事業等

（２）重症心身障害、神経・筋疾患

（３）結核

３．ＮＨＯの経営状況

４．ＮＨＯが担うべき医療や経営改善等の方向性
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経常収益 経常費用 経常収支率

16実績 17実績 18実績 19実績 20実績 21実績 22実績 23実績 24実績 25実績 26実績 27実績 28実績 29実績 30実績 01実績 02実績 03実績 04実績 05実績

　経常収益 7,461 7,665 7,677 7,989 8,078 8,270 8,796 8,916 9,085 9,260 9,394 9,564 9,667 9,853 10,138 10,202 10,755 11,486 11,436 10,857

　経常費用 7,459 7,629 7,553 7,700 7,686 7,882 8,213 8,458 8,586 8,944 9,245 9,557 9,735 9,874 10,054 10,179 10,179 10,578 10,849 10,811

　経常利益 2 36 124 289 392 388 583 458 498 317 149 8 △68 △22 84 23 576 908 587 47

経常収支率 100.0% 100.5% 101.6% 103.8% 105.1% 104.9% 107.1% 105.4% 105.8% 103.5% 101.6% 100.1% 99.3% 99.8% 100.8% 100.2% 105.7% 108.6% 105.4% 100.4%

経常収支及び経常収支率の推移
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H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

過去債務清算事業 政策的経費

区 分 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度

政策的経費 7,715 8,367 6,242 7,718 10,907 13,373 8,953 4,278 4,110 3,926 3,926 3,978 3,918 3,830 4,133 5,632 8,231 0

診療事業 4,059 4,296 3,161 4,624 6,973 7,524 4,898 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

教育研修事業 31 31 17 20 19 1,102 629 629 646 646 646 151 148 148 182 180 179 0

臨床研究事業 3,625 4,041 3,065 3,074 3,527 4,237 3,074 3,074 3,074 3,074 3,074 3,074 3,028 2,778 2,966 5,030 6,740 0

その他の事業 0 0 0 0 388 509 352 352 390 206 206 753 742 904 984 422 1312 0

過去債務清算事業 44,359 42,986 44,366 42,130 36,948 32,599 34,728 31,924 24,513 19,032 15,861 12,572 10,503 10,620 10,695 9,895 7,705 0

退職給付費用 44,359 42,986 43,910 41,896 36,563 32,491 34,728 31,655 24,464 18,983 15,812 12,493 10,500 10,499 10,647 9,895 7,705 0

医療廃棄物処理費用 0 0 456 234 384 109 0 270 49 49 49 79 3 121 48 0 0 0

計 52,075 51,353 50,609 49,848 47,854 45,972 43,682 36,202 28,623 22,958 19,788 16,550 14,421 14,451 14,828 15,528 15,936 0

対前年度割合 - ▲ 1.4% ▲ 1.4% ▲ 1.5% ▲ 4.0% ▲ 3.9% ▲ 5.0% ▲ 17.1% ▲ 20.9% ▲ 19.8% ▲ 13.8% ▲ 16.4% ▲ 12.9% 0.2% 2.6% 4.7% 2.6% ▲100.0％

（単位：百万円）

運営費交付金予算額の推移
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経常収支

医業収支

経常収支率

経常収支の推移（令和元年度→令和５年度） 

＊病院経営の主軸である医業収支
Ｒ元年度 20億円
Ｒ２年度 ▲435億円
Ｒ３年度 ▲354億円
Ｒ４年度 ▲432億円
Ｒ５年度 ▲325億円
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○ 年間を通じて、医業収益は、入外共に診療単価の上昇などにより対前年度で増収となっているものの、
一方で診療単価の上昇に伴う医薬品費を含む材料費の増加などを要因として、診療業務費も増加してお

り、令和5年度の医業収支は325億円の赤字となっている（対令和４年度では令和５年３月の臨時特別

一時金支給の影響で＋107億円）。

令和５年４月～令和６年３月までの医業収益・費用の推移
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新型コロナウイルス発生 緊急事態宣言

（4/7～5/25）

緊急事態宣言

（1/8～3/21）

緊急事態宣言

（4/25～9/30）
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月

2月 4月 6月 8月 10
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12

月

2月 4月 6月 8月 10

月

12

月

2月 4月

（千人） 一日平均入院患者数

令和元年度(平均)：41,519人

令和２年度(平均)：38,136人

令和元年度比：▲8.1％

令和３年度(平均)：38,206人

令和元年度比：▲8.0％

令和４年度(平均)：38,028人

令和元年度比：▲8.4％
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2月 4月

（千人） 一日平均外来患者数

令和４年度(平均)：44,969人

令和元年度比：▲7.5％

令和元年度(平均)：48,612人

令和２年度(平均)：43,280人

令和元年度比：▲11.0％

令和３年度(平均)：45,073人

令和元年度比：▲7.3％

令和５年度（平均）：43,650人

令和元年度比：▲10.2％

令和５年度（平均）：37,905人

令和元年度比：▲8.7％

令和６年４月～5月（平均）：37,490人

令和元年度比：▲9.7％

令和６年４月～５月（平均）：41,889人

令和元年度比：▲13.8％

令和元年４月～令和６年５月までの患者数の推移

○ 令和５年度以降、新型コロナが5類に移行した後も患者数が戻らず、入院・外来ともにコロナ前の令
和元年度と比較して減少している。
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令和５年度の各病院の経常収支 第１回検討委員会 資料２抜粋
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令和５年度の各病院の医業収支 第１回検討委員会 資料２抜粋



ＮＨＯ病院の経常収支及び医業収支（一般１～４）

【NHO病院の経常収支及び医業収支（一般１～４ 69病院）】

33

〇 【医業収支】H26を除きR1以前は継続的な赤字の状況、R2以降はコロナの影響で一段と赤字幅が拡大。
〇 【経常収支】直近の10年間で赤字と黒字が一進一退の状況、R2以降は補助金により大幅黒字となるが、R5は補助金の減少
に伴い、経常赤字に転落。

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

経常収支 35.12億円 ▲47.16億円 ▲103.20億円 ▲51.98億円 9.92億円 ▲41.88億円 431.65億円 831.35億円 449.76億円 ▲28.01億円

医業収支 18.00億円 ▲70.40億円 ▲129.40億円 ▲81.70億円 ▲23.92億円 ▲76.94億円 ▲422.97億円 ▲255.46億円 ▲375.00億円 ▲337.04億円

経常収支率 100.53% 99.32% 98.54% 99.28% 100.14% 99.44% 105.75% 110.72% 105.56% 99.66%

医業収支率 100.28% 98.94% 98.09% 98.82% 99.66% 98.94% 94.18% 96.60% 95.22% 95.75%
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ＮＨＯ病院の経常収支及び医業収支（精神）

〇 【医業収支】直近の10年間、継続して赤字である中、R2以降はコロナの影響で赤字幅が拡大し、R4以降が一段と顕著。
〇 【経常収支】令和3年度は一時的に黒字となったが、令和4年度以降は医業収支の赤字拡大に伴い経常赤字に逆戻りし、その幅
を拡大。

【NHO病院の経常収支及び医業収支（精神 14病院）】

34

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

経常収支 3.55億円 ▲13.60億円 ▲17.68億円 ▲9.77億円 ▲10.51億円 ▲10.10億円 ▲3.27億円 7.43億円 ▲16.76億円 ▲30.73億円

医業収支 ▲2.81億円 ▲19.63億円 ▲24.58億円 ▲18.71億円 ▲20.02億円 ▲20.58億円 ▲28.44億円 ▲25.81億円 ▲48.84億円 ▲53.87億円

経常収支率 100.92% 96.60% 95.62% 97.61% 97.48% 97.57% 99.22% 101.75% 96.22% 92.97%

医業収支率 99.26% 94.99% 93.78% 95.32% 95.07% 94.95% 93.05% 93.80% 88.76% 87.44%
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ＮＨＯ病院の経常収支及び医業収支（障害１～２）

〇 【医業収支】H26以降黒字が減少傾向となりH28より継続して赤字の状況、Ｒ2以降はコロナの影響で一段と赤字幅が拡大。
〇 【経常収支】H26を除きR1以前は継続的な赤字の状況、R2以降コロナ補助金により黒字に戻したが、R5は補助金の減少に
伴い、経常赤字に逆戻り。

【NHO病院の経常収支及び医業収支（障害１～２ 56病院）】

35

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

経常収支 28.75億円 ▲4.29億円 ▲23.18億円 ▲29.45億円 ▲32.00億円 ▲23.77億円 101.18億円 170.32億円 75.21億円 ▲52.84億円

医業収支 34.29億円 1.77億円 ▲16.42億円 ▲24.08億円 ▲26.83億円 ▲20.94億円 ▲82.10億円 ▲53.52億円 ▲126.32億円 ▲130.42億円

経常収支率 101.33% 99.81% 98.97% 98.71% 98.62% 98.98% 104.33% 107.24% 103.10% 97.79%

医業収支率 101.63% 100.08% 99.25% 98.92% 98.81% 99.08% 96.40% 97.68% 94.69% 94.44%
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経営改善の取り組み

〇 一般病床中心病院の経営改善を図るため、各病院が把握しやすいデータであって、経営改善を図る
上で最も効果が高い代表的なＫＰＩ（※）を本部において整理。

（※）病床利用率、修正人件費等比率（(人件費＋委託費)／(医業収益ー材料費))など

〇 各病院の月次決算評価会等において、ＫＰＩの推移と現状についての情報共有、評価、分析を実
施し、各指標改善のための具体的方策についての討議、方針の決定を行うことを依頼。

〇 本部に設置した経営改善推進委員会においても、各病院のＫＰＩの推移を把握、議論。
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①ＫＰＩの活用

〇 ＫＰＩの活用によるＮＨＯ全体の自律的な底上げと併せて、個別に経営改善を目指す１２病院を
一般病床中心病院の中から指定。

〇 指定を受けた病院については、
・ 本部・グループや本部顧問による病院訪問等の実施
・ 院長が本部の経営改善推進委員会に出席し、取組み状況を報告、討議
を行い、病院と本部・グループが力を合わせて経営改善に取り組む体制を構築。

②重点支援病院



建物・医療機器等の整備状況

①建物・医療機器等整備の背景

〇 国立病院機構における建物・医療機器等について、その多くを財政融資により長期借入金をもと
に整備し、毎年度、自らの収益から返済をしており、各病院における建物・医療機器等の整備は当
該病院の収入により賄うことを前提としている。

〇 国立病院機構では、国から約7,600億円の長期借入負債を承継し、こうした債務償還が独立行政
法人移行後の建物・医療機器等の整備に影響を与えてきている。

②建物整備の状況

〇 国立病院機構における建物整備について

・独立行政法人移行当初は国から承継した債務の償還を優先しつつ、平成21年度、22年度の政府出
資金によって老朽化した重心、筋ジス及び精神病棟の建替による機能維持等を図ってきた

・しかし、平成29年度以降は悪化した経営状況を踏まえ、新たな建替等整備は行わず、老朽化対応
等機能維持のため最低限の整備に抑制してきたが、それでも毎年度50億円から100億円程度の整
備を実施している

〇 現在、国立病院機構140病院の約半数の外来棟が法定耐用年数である築39年を超え、経年による
老朽化のためその維持管理が課題となっているが、仮にこれらを建替えた場合は少なくとも8,000
億円超が必要となる。更に、旧耐震基準の建物も多く残っている。
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建物・医療機器等の整備状況

③医療機器整備の状況
〇 国立病院機構における医療機器整備について、

・医療の高度化等にも対応しつつ病院機能を維持するためには必須であることから、既存機器の更
新を中心に毎年150億円から200億円超の整備を行っている

・一方で、CT、MRIのような大型医療機器については、導入時に稼働見込み等を検証しても当初の
見込み通り稼働できないものが一定数生じ、経営の重荷となっている。

38



39

１．国立病院機構（ＮＨＯ）の概要

２．ＮＨＯが提供している医療

（１）５疾病６事業等

（２）重症心身障害、神経・筋疾患

（３）結核

３．ＮＨＯの経営状況

４．ＮＨＯが担うべき医療や経営改善等の方向性



ＮＨＯが担うべき医療や経営改善等の方向性

（５疾病６事業等）

○ 各病院において、自院が果たすべき地域における役割を踏まえ、ニーズに応じた医療を提供するとともに、
NHO病院の経営の健全化に努める。

○ 災害医療や新興感染症対応など、広域的な対応が求められる医療の提供については、全国に病院を
有するNHOのネットワークを生かしながら、引き続き積極的に取り組んでいく。

○ コロナ後の患者数の減少、高齢化の進展等の医療ニーズの変化、地域の医療提供体制の状況等を踏
まえ、必要に応じて、病院の規模・機能を見直すとともに、再編・統合も含めて検討していく。

（重症心身障害、神経・筋疾患）

○ 引き続き、確実に入院医療を提供していく。

○ さらに、時代の要請や個々の患者の希望に合わせた医療を提供する観点から、地域移行のニーズへ対
応するため、在宅療養支援に向けた機能を強化していく。

（結核）

○ モデル病床（国の結核患者収容モデル事業）の活用を含め効率的な病床運用を検討するとともに、
NHO内外で著しく低い病床利用率であることや地域におけるニーズを踏まえ、NHOが有する結核病床の
在り方を検討していく。
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（経営改善）

○ 運営費交付金が皆減された中、今後もNHOに求められる役割を果たしていくため、法人全体として自
収自弁の経営を行う必要がある。

○ 救急受入体制の強化や地域の医療機関との連携等を通じて、さらに経営改善に取り組んでいくとともに、
本部においても、個別の病院に対する支援をさらに推進する。

○ あわせて、医薬品費を含む材料費の増加などに対応するため、NHO病院のスケールメリットを活かした
費用削減や業務効率化に取り組んでいく。

（投資）

○ 建物・医療機器等の整備は、医療を提供する上で不可欠であるものの、多額の資金を要し法人経営
にも影響を与える。このため、これまで以上に限られた資源を効果的に投入する必要がある。

○ これまで建物・医療機器等の整備は、経営状況等を踏まえ抑制的に行ってきたが、投資効果に着目し
た整備を計画的に取り組んでいく。
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ＮＨＯが担うべき医療や経営改善等の方向性



国立病院機構における災害・新興感染症

対応等について

1

第２回NHOビジョン検討委員会

（令和６年１０月３日）

参考資料１



○NHOの各グループの災害医療の拠点となる病
院（12か所）を「NHO基幹災害拠点病院」、そ
の他の都道府県から基幹災害拠点病院又は地域
災害拠点病院に指定されている病院若しくは救
命救急センターを有している病院を「NHO災害
拠点病院」と定めている。

2017年（平成29年） 7月 九州北部豪雨

2018年（平成30年） 6月 大阪府北部地震

7月 平成30年７月豪雨

9月 北海道胆振東部地震

2019年（令和元年）10月 台風19号による災害2015年（平成27年） 4月 ネパール地震

9月 関東・東北豪雨

2016年（平成28年） 4月 熊本地震 2020年（令和2年） 2月
新型コロナウイルス感染

（COVID-19）

7月 熊本県豪雨災害

2024年（令和6年） 1月 能登半島地震

国立病院機構は、災害対策基本法、新型インフルエンザ等対策特別措置法、国民保
護法に基づき、指定公共機関に指定されており、災害発生時など国の危機管理に際し
て求められる医療を、迅速かつ確実に提供できるよう取り組んでいる。
災害などが発生した場合には、当機構の全国ネットワークを活用し、いち早く医療

班や災害派遣医療チーム（DMAT）を派遣するなどの対応を行っている。

初動医療班・医療班

これまでの災害等における各地での活動実績

2011年（平成23年） 3月 東日本大震災

2013年（平成25年）11月 フィリピン共和国台風被害

2014年（平成26年） 8月 広島市土砂災害

                           9月 御嶽山噴火

11月 長野県神城断層地震

災害急性期には、「NHO基幹災害拠点病

院」及び「NHO災害拠点病院」に常時配置

されている「初動医療班」を先遣隊として

送る。「初動医療班」は発災後48時間以内

に被災地へ派遣され、情報収集をしつつ避

難所等の医療救護活動を開始する。

国立病院機構の災害医療体制

「NHO基幹災害拠点病院」「NHO災害拠

点病院」を中心に、災害発生時に必要な医

療を提供する体制を整備している。

「初動医療班」に続いて、
全病院に配置している「医療
班」を派遣し、被災地の避難
所等で継続的な医療活動等を
行っている。

2

（参考）災害等における活動 第１回検討委員会 資料２を一部修正



○能登半島地震への対応
・令和６年１月１日の発災直後から、NHO本部内にNHO災害対策本部を設置し、
被害状況の情報収集等や医療班派遣の調整を開始した。２日には、現地対策本部
を金沢医療センター内に設置することを決定し、３日中に本部職員を現地に派遣
した。

・４日からは、金沢医療センター内に現地災害対策本部を設置した。

・５日からは、穴水町や七尾市でNHO医療班による避難所支援活動を開始し、７日
からは、被害の大きかった輪島市にも医療斑を派遣し、同市の避難所支援の中心
的な役割を担い、DMAT、自衛隊等、他の機関と連携しながら活動した
（延べ活動日数：214班日）。

・金沢医療センターにおいては、発災直後より、被災した医療機関の透析患者や介
護老人保健施設等の入所者（寝たきり状態など）などの転院受入れ体制を整え、
積極的に受入れを行った。 10日からは、受入れ体制をさらに拡大すべく休棟病
棟（42床）を開棟して、これに対応するために、全国のNHO病院から医師及び
看護師を派遣した（延べ入院患者数：4,695人日）（延べ派遣人数：852人日）。

・また、国の災害救助活動にも積極的に対応しており、2日からDMAT（延べ活動
日数：508チーム日）に、5日からDPAT（延べ活動日数：42チーム日）にNHO
病院が参加を開始した。

・12日からは、厚生労働省からの要請に基づき、NHO病院の看護師を被災地の医
療機関に派遣する広域看護師派遣に対応した（延べ派遣人数：224人日）。

・NHOのネットワークを最大限に活かすことで、医療班や医療従事者を継続的に派
遣し、被災地において切れ目のない医療活動を実施した。

国の危機管理に際して求められる医療の提供

NHOの取組 延べ活動日数 現地での活動期間

NHO医療班 班・日 214 1/5～2/18

NHO金沢医療センターへの派遣 人・日 852 1/11～3/27

国の災害救助活動への参加(※) 延べ活動日数 現地での活動期間

DMAT派遣 ﾁｰﾑ･日 508 1/2～3/14

DＰAT派遣 ﾁｰﾑ･日 42 1/5～2/12

広域看護師派遣 人・日 224 1/12～3/21

【主な支援活動の経過】

１月１日
能登半島地震発生
NHO災害対策本部を設置（NHO本部内）

２日 NHO病院がDMATに参加開始

３日

石川県からNHO医療班の派遣要請
関東信越Ｇ,東海北陸Ｇ,近畿Ｇへ医療班派遣に係る協力依頼
・基本構成：１班５名（医師１名,薬剤師１名,看護師２名,事務１名）
・活動期間：５日（移動２日,活動３日）
・活動体制：６班を編成して活動

４日 NHO現地災害対策本部を設置（NHO金沢医療センター内）

５日

NHO医療班が活動開始
・活動場所：穴水町,七尾市,能登町,志賀町内
・活動内容：避難所支援
NHO病院がDPATに参加開始

６日 石川県からNHO医療班の輪島市内への派遣要請

７日
NHO医療班が輪島市内での活動開始
・活動内容：避難所支援

８日 NHO医療班が穴水町,七尾市,能登町,志賀町内での活動終了

10日
全グループへ医療班派遣に係る協力を依頼
NHO金沢医療センターの休棟病棟（42床）を開棟

12日 NHO病院が広域看護師派遣（厚労省からの要請）に参加開始

19日
石川県からNHO医療班の市立輪島病院への夜間診療援助を要請
NHO医療班が市立輪島病院への夜間診療援助を開始
・活動内容：夜間救急外来

２月1日 NHO医療班が市立輪島病院への夜間診療援助を終了

４日 NHO医療班の活動体制を６班から３班へ変更

18日 NHO医療班活動終了

3月21日 広域看護師派遣終了

【主な活動状況まとめ】（3/27時点）

※ 職能団体の活動（例：JMAT）等への参加も含め、延べ2,858人日を派遣

3

（参考）能登半島地震への対応 第１回検討委員会 資料２を一部修正



➢ 社会全体に大きな影響を及ぼした令和２年からの新型コロナウイルス感染症の対応を踏
まえ、国や都道府県では、平時から新興感染症等の発生及びまん延に備える医療提供体
制の整備を進めている。

➢ 国立病院機構は、今後の新興感染症等に対しても公的医療機関等としての役割を確実に
果たすため、各病院が地域において果たしている役割や医療機能等を踏まえ、感染症が
発生・まん延した際に提供する医療措置について、都道府県との協議を進めているとこ
ろ。

➢ 感染症が発生・まん延した際には、あらかじめ各病院が都道府県との間で定める医療措
置（病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、医療人材
の派遣）を実施して、国としての感染症の対応に当機構も取り組んでいく。

感染症は、ウイルスなどの病原体に感染した人に様々な症状を引き起こすだけではなく、
感染した人との接触などを通じて感染が拡大し、多くの人々の生命や健康に重大な影響を与
えるおそれのある病気である。
こうした感染症に対応することは医療機関の重要な役割であり、国立病院機構は新型コロ

ナウイルス感染症の流行において、積極的に病床確保や発熱外来を実施して多くの患者を受
け入れるとともに、医療従事者を派遣して他の医療機関を支援した。
当機構は今後の新興感染症等に対してもしっかり対応していく。

国立病院機構の新興感染症等への対応

4

（参考）新興感染症等への対応 第１回検討委員会 資料２を一部修正

都道府県との医療措置協定締結状況（令和６年６月末時点）
：NHO 98病院が協定締結済み

【医療措置別の内訳：病床確保 88病院、発熱外来 78病院、自宅療養 26病院、後方支援 41病院、人材派遣 62病院】



○ 令和2年1月22日に各病院に対して、感染対策の徹底や診療等に当たっては、保健所と連

携して対応するよう指示した。また1月31日に、本部内に「国立病院機構新型ウイルス関連

肺炎に関する緊急対策会議」を立ち上げた。

○ 令和2年1月より中国武漢からの帰国者(チャーター機)の健康観察等の支援に職員を派遣し

た。

○ 令和2年2月より、ダイヤモンド・プリンセス号で発生したクラスターへの対応として船内

での診療活動や横浜検疫所に看護師等を派遣し、乗客等陽性者を7病院で受け入れるなど1か

月以上の長期にわたり取組んだ。

○ 令和2年3月より、水際対策への対応として羽田空港・成田空港の各検疫所に医師を延べ

16人・看護師を延べ20人・臨床検査技師を延べ15人派遣し、PCR検査を実施した。

○ 令和2年6月29日新型コロナの感染患者もそれ以外の患者も安心して受診してもらうため

の基本的な考え方を各病院に示した(理事長通知により各病院に周知)

○ 市中感染対応として、休棟している病棟を新型コロナ病棟に転用を行うなど、受入体制を

とることが極めて困難な病院も含めて新型コロナ患者受入病床の確保を積極的に進め、令和

2年12月から令和3年1月にかけての第3波、令和3年8月から9月にかけての第5波等にはよ

り多くの新型コロナ患者を受け入れた。

○ 令和3年2月に中期目標が改定され、新たに新型コロナにかかるNHOの枠を越えた研修の

実施等が定められたことを受けて、中期計画を改定し、NHO職員のみならず、地域の医療

機関や介護・障害福祉分野の関係者に対して、感染症対応にかかる研修を実施。

また、東京医療センターにおいて、国内で初めてのワクチン接種が行われた。

○ 国及び自治体の要請により、令和3年8月頃、新型コロナの感染流行が急激に拡大していた

沖縄県に看護職員を派遣

○ 令和3年10月に厚生労働大臣からNHOに対してなされた国立病院機構法第21条第1項に基

づく新型コロナ病床の確保の要求では、令和3年11月までに令和3年夏のピークと比べ2割以

上増加（＋462床）とされているところ、目標を大きく超える2,857床（＋547床（目標の

118.4％））を確保し、各都道府県における保健・医療提供体制確保計画の策定に貢献した。

○ 全国的に感染が拡大し、国からも新型コロナ病床の確保を求められている中、令和4年3月

に運営を開始した東京都臨時医療施設では、令和5年3月末までに延べ5,661人の新型コロナ

患者を受け入れている（5月18日時点における病床利用率は都の病床利用率（15.3％）を大

きく上回る61.3％）。医師・看護師等の継続的な確保に加えてマニュアルの整備や地域の医

療機関等との連携を新たに構築する必要がある等、まったく新しい病院を１つ設立すること

に匹敵する多大な人的・物的リソースを投入した。

○ ＤＭＡＴ事務局員を現地に派遣しクラスター対応等を行った。

（派遣先）

・沖縄県：令和４年５月、８～９月・島根県：令和４年７月・徳島県：令和４年９月

・北海道：令和４年11月～12月

○ 令和４年度においては、日本国内で過去最大の感染の波が２度に渡り訪れる中でも感染拡

大による病床確保の要請の高まりに応えるため、セーフティネット分野の医療や行政から特

に継続を求められる救命救急センターや周産期医療などの機能は維持し、一般医療の提供と

の両立を図りながら、NHO病院間の職員派遣などの工夫を凝らすことで病床を確保し、122

病院で過去最多延べ約33万人もの新型コロナ患者を受け入れた。

○ 令和4年12月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正が成立し、

令和6年4月施行となり、NHOを含む公的医療機関に対して医療提供の義務が課された。

新型コロナウイルス感染症（以下新型コロナという）へのこれまでの
対応

東京都臨時医療施設対応状況 東京都知事からの感謝状

5

（参考）新型コロナウイルス感染症へのこれまでの対応 第１回検討委員会 資料２を一部修正



セーフティネットとしての医療提供

6

重症心身障害、神経難病、精神障害、結核など、多くの設置主体
では体制の整備、経験又は不採算とされることからアプローチが
困難とされる分野についても、患者・家族が安心して治療、療養
ができるよう、各地域の国立病院機構が、セーフティネットとし
て支えている。

結核心神喪失者等

医療観察法

筋ジス

トロフィー
重症心身障害

☆全国の病床に占めるNHOの病床シェア

約93.7% 約48. 5% 約36.9% 約30.0%

（令和６年4月1日時点）

☆NHO
病院数

２６病院

１４０病院

１４病院

１４０病院

７５病院

１４０病院

４２病院

１４０病院
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